
薬事 一 食品衛生審議会食品衛生分科会  

乳肉水産食品部会  
議幸次第  

日時：平成21年4月21日（火）  

10：00～12：00  

場所：厚生労働省 共用第7会議室  

1．開会  

2．議題   

（1） 乳等省令の取り扱いについて  

－（社）日本乳業協会からの要望   

・（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望   

】全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望  

（2） その他   

3．報告事項   

（1）サルモネラの試験法  

（2）発酵乳の原材料の殺菌について  

（3）乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  

（4） その他  

4．閉会   



（配付資料）  

【（社）日本乳業協会からの要望】  

資料1 食品衛生法に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正に関  

する要望  

【（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望】  

資料2 乳等省令に殺菌タイプ発酵乳（仮称）の追加の要望  

【全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望】  

資料3－1 殺菌山羊乳の乳質基準改正に関する要望書（全国山羊ネットワーク）  

資料3－2 殺菌山羊乳の成分規格改正に関する要望書（（社）畜産技術協会）  

資料3－3 山羊乳に関する現況  

資料3－4 山羊の乳量、乳質における個体差とそれらに影響を及ぼす要因（（独）  

家畜改良センター十勝牧場）  

資料3－5 山羊乳における比重及び酸度に係る基準について（（独）家畜改良セ  

ンター十勝牧場）  

【サルモネラの試験法】  

資料4 サルモネラ試験法  

【発酵乳の原材料の殺菌について】  

資料5 発酵乳における酵素の取り扱いについて  

【乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて】  

資料6 乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  

【参考資料】  

参考資料1（社）日本乳業協会からの要望に該当する乳等省令の抜粋  

参考資料2 （社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望に該当する乳等省令の  

抜粋  

参考資料3 全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望に該当する  

乳等省令の抜粋   
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厚生労働大臣  

舛添 要一 様  

社団法人日本乳業協会  

会長 浅野茂  

食品衛生法に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正に関する要望   

乳等食品の安全性確保につきましては、常日頃からご指導を賜り感謝申し上げます。   

さて、当協会といたしましては、常日頃、食品衛生法に基づく安全で衛生的な乳及び乳  

製品を消費者に提供することが最重要との考えから審業を進めておりますが、近年の乳及  

び乳製品の多様化、製造技術の進展、流通形態の変化等から現行の食品衛生法（昭和22年法  

律第233号）に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52  

号）（以下「乳等省令」という）」では対応できない事例が出てまいりましたので下記につき、  

乳等省令を改正されますよう要望いたします。  

記  

1 「乳製品」の定義について   

現行乳等省令上の「乳製品」の定義については個別の製品について規定されているが、  

乳を原材料とする食品は、製造技術の進展等により、別添1のとおり乳成分から構成され  

る食品でありながら「乳製品」の定義に当てはまらない製品が製造されている実態があり  

ます。   

これらの食品は「乳製品」と表示できず、「乳等を主要原料とする食品」に分類されてい  

るため、「乳製品（アイスクリーム、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く）を  

調合し、加工し、又は乳成分のみで構成されるもの若しくはこれらからミネラル等微量成  

分を除去したもの」についても「乳製品」の定義に含まれるようにしていただきたい。  

2 「成分調整牛乳」等の成分規格（比重および酸度）の見直しについて   

成分調整牛乳の酸度並びに低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳の比重について、乳等省令に基づ  

き適正に処理したものを測定した結果及びこれらの数値から推定した結果、別添2のとお  

り同省令の成分規格に適合しない実態があるので、成分調整牛乳の酸度について現行  

「0．18％以下」を「0．21％以下」に、低脂肪牛乳の比重の上限について現行「1．036」を「1．039」  

に、無脂肪牛乳の比重について現行「1．032－1．038」を「1．030－1．0531」に改めていただ  

きたい。   



3 r脱脂濃縮乳」のたんばく質量調整について   

脱脂粉乳については、たんばく質量の調整のため乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分  

調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものの使用が認められてい  

るが、脱脂濃縮乳についてはそれらの使用が認められてし1ません。   

流通形態の変化から脱脂粉乳の乾燥前の形態である脱脂濃縮乳の流通が増えてきており、  

脱脂粉乳同様、たんばく質量の調整が必要となってきていることから、脱脂濃縮乳に乳糖  

及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得  

られたものによるたんばく質量の調整を認めていただきたい。  

4 乳飲料の成分規格に乳固形分の規定を設けることについて   

乳飲料については成分規格として乳固形分の規定はないが、清涼飲料水と区別する必要  

から乳固形分3％以上のものを乳飲料として取り扱っている実態があるのでこれを乳等省  

令で明確に規定していただきたい。  

5 乳幼児のための調製液状乳について   

乳幼児のための食品として、乳等省令では調製粉乳が規定されているが、消費者の利便  

を考慮して調製粉乳と同様に調製液状乳の規定を設けていただきたい。   

この場合、保存の方法の基準として10℃以下で流通するものと、常温で流通するもの  

を認めていただきたい。  

以上  
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別添1乳製品に該当しない乳を原材料とする食品  

製造方法例の説明   

これらを加エ  、tヨ■              t  ‾’  
したもの  の）   

て；さ一も  ㍍ ∠ゝのみ  1辛からろ、引‾ し専ら 一 の渡・  享 ＝んば  、・に L∠ ・i  こ屈・子 、」  孝   一  に して†こ・・芋 こんt  わ′・  手 刀 で構成される         旺 液透過液）若しくはこれらを噴霧乾  噴霧乾燥したもの（MPC：ミルクたんばく濃縮物）  の）を濃縮する又は乾燥する   
もの   燥したもの。   ②乳からろ過により得られた乳清から得られた、ホエイ′くウ  

ダーおよぴたんばく賓濃縮ホエイパウダー   

②ホエイからろ過、イオン交換、固液分  ホエイを限外濾過陰に通して碍bれた保持液（ホエイたんばく賢が濃縮さ  

離あるいはpH調整等の加エにより待   
られたもの   塾た五里退乾燥する  ‘。、  

②ホエイたんばく質単離物（WPI）   

碧空常頴窪慧孟畏通して蘇れた透過液（ホエイたんばく酌囁貢ぎ  

③ミネラル濃縮ホエイ（ミルクカルシウム）  れたもの）を濃縮し、乳糖を結晶化して除去し、ミネラル分が濃縮された画  

過膜に通して衝元詣過液（ホエイたんばく酌囁貢ぎ  
④乳糖  れたもの）を濾精し、乳糖を結晶化して精製する   

③その他   ノ ーヽ  
①カゼイン   

する  ‾－－‾‾‾‾‾’‾‾●‾…  

鉦廷ン交換膜に通し蘭〒福富  
クリームのチャーニンゲで得られた′くターミルクを漫謁する  

ラクトフェリン       3／くターミルク 浸 したもの    4デイリースヲロすF（高水分／くター）  

⑤ホエイ  亭＝貢亮王イ凍   

これらからミ  脱脂粉乳の製造工程中で、脱脂乳を吸着樹脚こ通し、ビタモノ類を除去  
①吸着樹脂等によリビタミン（Bl、β2等）を除去した脱脂粉乳   ′、薗・乾燥する  

ネラル等徹  
畳成分を除  乳をイオン交換樹脂、イオン交換膜、若しくはナノ分離膜に通し、ミ、ラル  
去したもの  を除去し、これを噴霧乾燥する  

その他  バターミルクを加エしたもの   †ターミルク   バターミルク  園する  
斎藤衰縮バターミルク   ′く夕べルクにしょ糖を加えて濃縮する   

加糖濃縮チーズホエイ   
一 新淀一 糖  

チーズホ工イを加エしたもの  を加えて濃縮する  

をカエしたもの   Lパウダー  耶を来  いは殺蘭し、■ としたもの  



別添2 成分調整牛乳等の成分規格の検討  

1 成分調整牛乳等の乳組成と酸度  

NF膜濃縮時の酸度データ   

l．サンプル作成  
①サンプルは生乳をNF膜を通し、固形分12．5％程度まで濃縮して牛乳類のサンプルを作  
成。  

②実用上の最大膜濃縮効率と風味を考慮して、生乳のMAX混縮度を1．6倍程度（固形分 約  
14％）までを想定し、脱脂粉乳の添加によりSNF強化の牛乳類のモデルサンプルを作成。  

①及び②について酸度を測定した。  

2．結果  

比重  F a t SNF  
牛乳（シ◆ヤーシ■－） 3．0％以上8．0％以上   

成分調整牛乳  －  8．0％以上  
低脂肪牛乳 0．5－1．猪 8．0％以上  
無脂肪牛乳 0．5％未満 8．0％以上   

l．¢28－1．036 0．20％以下  
－   0．18％以下  

l．¢30－1．036 0．18％以下  
1朗之－1．038 0．18％以下   

3．結論  
SNFと酸度との回帰式  

酸度＝0．0157×SNF－0．0187  
から計算すると、  
SNFが14．0％（→SNF8．7％を1．6信濃縮）の時は酸度が0，2011％となる。   
従って、  

安全率を見て酸度の上限は0．21％と考えられるハ   



別添2 成分調整牛乳等の成分規格の検討  

2 市販成分調整牛乳等のSNF（無脂乳固形分）と酸度  

各社牛乳等の成分調査からの推定酸度 （明治、森永、メグ、タカナシ・よつ葉、四臥蒜山）  

下表に示すとおり、  
ン成仏！個警生乳において．醒庁壬…  

御感鹿規格以内で如、膜濃縮処理の無脂肪牛  
乳で高々0．17％が推定された。  

これらのグ  

06．12－0了．01   
n   9了  9了   97  

～   ‾■■  03322   DO988  DOOO8  0．t292  0．OaDD  0．0006  
29314   g】847  10361   01255  4．3472  8．9864  1．034l   上側3J  
下側38‾  0．9381   8．59】8  l．0313   0．1162  3．5了20   8．5066   l．0307 tO35t   

1：成分調整牛乳（腹処理あり）  54400   95200  
日ノヽ   ．  

D6．01－86．12   35839   川6614  10396   0．1487  4．4669  g．0653  l．033了  
n   85  85   85  85   85   85  

薗′ 偏差1 063†6    1t6691000ヰ4  D．4685  0，23Bl  0．0006  
1541861141621tlO529t O・2036        5．8724  9．了79了11．0356   J 

‥6892l7柑。了＝。264－ 0朋37        3．0614  8．3509ll．03柑  甘Jロ‾  

2．低脂肪牛乳  ‡辰夫  0（氾O10335  
ロヽ  08了00  87600   10328  0．1188  3．9（】DO  8．ヰ700  t．0315  

06．12－07．01  】2402  90460   103ヰ4  01233  4．0引6  8，了525  l．0326  
n  121   121  121  ほ1   121   95  

02091  01162   00〔旧8  0．1038  0．0909  0．0004  
上   186了3  gユ947   10369  0．1288  4．4030  9．0252  l．0339   側3J  
下側3J   0．6130  8．6974   1．D319  0．1け8  3．7帥1  8，ヰ798   1．0313 10351   

2．低脂肪牛乳（ジャージー種）  94900  
月支小  ．   

06．03－06．12   09183  96913   1．0377  0．1335  4．9187  9．2990  1．0343  
n  30   30  30  30   30   30  

準‾夏IDOユ821013931D0004  1 0．20721D．10引    0．0003  
l川33111010921川390       01400t  5．540219．引了2    1．0353   上側3♂  
側31080361927341l・0363       0．1269t  4．287118．9808    1．0333  下別3ぴ   

3．無脂肪牛乳（膜処理あり＋なし）  
Ⅱ小  D100  92000    tO351  01257  3．8080  8．5600  1．0310      0．  

06．12・1け．Ol  2了5102519    1042l  01ヰ23  3．9119  乱7166  1，0323  
∩  68   68  68  68   88   68  

d‘偏差   001071 05028    DOO37   D．100910J】749    0．00（）5  

』   80596111了605    川5311 m16581 4．21461臥9412     1．D338   上側3α  
下側3J   l－0．仙46I 8．7ヰ34    11．031l  1 0．118¢1 3．609218．4928    11．0308  以上   
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l  

璽▲喜…＝亭  
乳専管令成分規格  

牛乳（ゾヤーゾー0．20％以下  

成分調整牛乳0．1モ弼以下  

ヒl  
無脂肪乳   0．】8％以下   

0，18  

盲Im＋3傭偏t          0．168  
0．149  

書；≡書芸 首唱   

詰離間   0．1之3  
⊂コ  

≡≡≡㌍  
□  

■ 
・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ 

・ ・・ －・ ・  ・ 

、1  

（膜処理あり及びなし）   （ジャージー種）  
（膜処理あり）  

別添2図1牛乳類の酸度（回帰式による推定価）  

もこr  



l  

宙芸罵言 
▼  

lm＋3け（標準偏l   

L  

▲  

画  E亘壷l  
■  

，．。。69  
■  
■  
■  
■  

】  ］ ‡  
■  

06．12－07．01▼  06・03－06・12  ［王亙〕］皿06．12－07．01  
1  サン加数；121l  サンプル数＝301  サンプル数；68  

1．0600  

1．0550  

1．0500  

1．0450  

1．0400  

1．0350  

別添2図2種類別低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳における比重（150c）の変動  

①低脂肪牛乳の比重成分規格は、「1・030－1・036jを「1・030－1・0390」とする。  
②無脂肪牛乳の比重成分規格は、「1・032－1・038」を「1・030tl・0531」とする。  
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二重草室  

はっ酵乳脇21発第3号  

平成21年4月10日  
厚生労働大臣  

舛 添 要 〟・・殿  
t＝‖汀「 「．一－▲・、 ＿＿  

乳酸菌飲料協会  

乳等省令に殺菌タイプ発酵乳（仮称）の追加の要望  

1．はじめに   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下乳等省令という■）の別表二の  

（三）「乳製品の成分規格並びに製造及び保存の基準」中に「（23）発酵乳」の規  

格基準が設定されているが、殺菌タイプ発酵乳は規格化がなされていない。   

一方、国際食品規格（コーデックス規格）には、その適用魔囲の中で「発酵乳  

類とは、加熱処理発酵乳、濃縮発酵乳及びこれらの製品からなる複合乳製品をい   

う」と規定され外国ではすでに市場に流通している。（別添資料参照）  

2㌧要望の理由   

発酵乳製品にバリエーションを持たせ、発酵乳市場の拡大，発展等を図る。  

3．発酵乳の成分規格等の変更について  

（1）乳等省令別表二の（三）中、（24）乳酸菌飲料（無脂乳固形分3％以上の  

もの）の「1成分規格」に定める「ただし書き」を（23）発酵乳の「1  

成分規格」中に追加する。  

（2）乳等省令第7条第2項「三乳製品」のルに「殺蔚した発酵乳」を追印す  

る。  

以 上   



・コーデックス発酵乳規格（最新版）  

！VRL：httD：〟嘘山mentaritiBl感dDWnloadhtandards極00／CXS243e．t）df  
；垣画垂］  

C8dex執andard2ヰ3－2DO3  1  

COI）EXSTANDARDfOR柁RM瓦NTED帆ES  
（1躍∫祝Ⅳ2払2〃艇7   

1． SCOPE  

ThisstaJldardappliestofez7nBntedmilks，血tisFernentedMi敗血In血g，HeatTreatedFernented  
旭Ib，CD軋C軌鵬血アem孤kdM独s飢dco皿pOSitem批p工0山蕗ba5don血esepI℃血cts，鮎rd鹿¢t  
cmsuznpdonor餌也erprocessinginconfbrmib，Withthede血itionsinSection20fthisStandard・   

2． 脇CRmION  

ヱ．1 馳MⅣrEDMⅢ．X  

馳me血也dMukisamilkpm血GtObt血dby上古mらn如血¢f皿叫WbiGh血性皿町baveも由I  
matLt＆血陀d如皿PrOductsobt血eほ0皿nilkwihorwilhoutcomposidorLal皿Odi鮎adonaslimitcd  
吋鮎pro扇sionhS血加3．3，b鮎a血）nOf血tablemiGrOOI苫皿血s孤drβ血血名山柁血Gtionof  
p王壬扇血orwi也outco砂1如on¢gDづIeddGpre如iぬ加ゎ，瓜田8St8血mkmo唱a壷ms血dlも6  
壷油1ち血βmd血md追t血鮎FO血統tO仇8血eぱmi血皿d血i妙▲江也e匹D血dish¢か  
鵬a旭丘嘘訂飴皿弧h血n血e托甲鵬m租tfbrdab18miGrOOrg皿is皿Sdoesnot叩ply・  

CcTminFeTmentedMiLksaTCChamctcTi7Cd t）y SpCCifiじSt打1eTCuIttLrC（d）used†brfbrmcnla血n as  
fbllow£：  

YoめⅦ鵬：  砂皿bi血さ血鰐Of伽甲fo甜CC描伽澗甲あ肋ざ独d加cfo古8C血ざ  
鹿伽e虎7s血sp．ゐ〃な訂ね肱  

A鮎m血C心血r仁Yo由ⅦTt：仙8邑ば馳・申加OCC肪伽mゆ仙ざ彿d呵エα仁一O如c此方平眈ies・  

A亡idop旭Ⅶ与力瓜駄；  由仁わぁ∬肋∫坤ゐ瓜  

K曲：  St如¢r00ぬmprepa【ed如mk血鮮血s，上戚βる〟脇げたが恒Pedesof  
血8gmeraエ瑚仰〃揮わら上〃dbcO亡亡び皿dAαね患00ねr許OW叫g m a  

～kong印彷脆c托1鵬ollS叫・  

K血鮮血s¢On虚血bbo血kGbs8鮎竺en血gye都tS伽和叩滞  
即血餌場）紅d・一郎m・血bs血旭n加唱 yeおb 甲クα浪∬〃椚声部  

血卸m小池戒耶明儲川耶血加払出加血m叩蝕畑噛蹴）・  

血dり∂〃Cf〝び 血路川e誠f 餌b5p．∂〟な虎口∬ 皿d 助（叩erク∽匹即・  

〝I郁ロα〝払！．  

血InyS：  

0血8r皿血00頓姐imぎ血狐也oseconstitn血g鮎印ed鮎＄細胞血1加鵡拍鱒i丘d血0Vem町be  
8dded，  

ユ．ユ CoNCEドWEDpEMⅣT毛DMILK  

ConcentratedFermentedMiJkisaFbm餌CedMiu；払eproteinofwhidlhasbeeninc3℃aSCdpriorto  
∝血一缶me此奴iontomh血m5．6％．Conc地価dF印n皿tedM政shdⅧdestI召血ion濾pTD血醸  
SuGbぉ馳喝isb（s血h∈dyo如），ム曲n慮，Ymer8血dYk他  

ユ．3 暫LhVOIJRED甘ERMENTEDM鳳ⅩS  

FhYOuredFermentedMiIksaT8COmPOSitemi批products，aSdefinedinSectioTL2・3oftheCodex  
Gen訂alStan血d允げ血cUs亡ぼD虚ⅣTms（CODEXSTAN206・1999）w最血8Dn血nan血mof  
50％（血血）of皿Ond毎払酢血印b¢止血鮎n融点h6皿dndnn血itiveⅣ餌b瓜餅ち血血皿d  
veg醜血l8S鮎WellaりuCeS，pu弼S，pdps，p∫甲aradDnS皿dpreseⅣeSdedYed血訂癒0叫．Cer巳ds，  
hDn町，ChロGOl晦nulちGO脆ち5picesaれdo血erb泄1lessma血d瓜訓0血Igfbods）卸d血fb下川苫・Tbe  
noかd血yh訂¢血孤tSCanbe皿玩dhpnortoんーぬー免皿孤talion．  

Adopt由In2脚．如lon罰凪  

2  
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3． ESSENTIA⊥COMPOSITTONANI）QUAIJTTYFACTORS  

3．1 RAWMATERIA⊥虔  

，Milkandhrpro血ctsobtairLed丘ommilk．  

・Potaも1ewater免r血8uS¢hreconsd血donorreGOlnbin8tiorl．   

3．ヱ PERMmEDINGREDIENT＄  

－ Starterct）lttmsofhmlessmicrDOTg如isnsincludingthosespeci丘edinSectiDn2；  

■ SodiⅦm血loride；狐d  

・Non・daiⅣ血餅diG雨ざ8ざ】扇dinSc虎0皿2．3伊18叩Ⅶモd托men始dM壬Ik）．  

・Gelatineandstarchh：  

一 缶memtedm批sbeaト加atd血f氏m孤ta丘皿；  

－ 8鮒Ol汀edfbmentdmilk；弧d  

－ plmiLbrnentedmuksifpernitLedbynz）tion81）egislatio】linthecounbyofsaletothe  
血d∞nSu皿er；  

providedtheyamaddedonlyinamOuntSfuJICtionalIynecessaryasgovemedbyGoodMan血turing  
PfaCtic6，takingintoaccc＞untanytlSeOfthGStabiliz耶／dlickeners）is（edinsection4▼Thes6Substances  

maybeaddedeitherbeforeora且eradding血enonJahylngredi巳ntS．   

3．3 COMアOSITION  

Yo由¶d，Altern丑Ie  
耳erlneIlted  

Milk  
CulhreYogburta皿d  馳丘r   KllmyS   
A仁idophilusm臼k  

M8kprot血くi〉（％m／叫   mh．2，7％   min二2．7％   mh．2．7％  

Mi比免t（％m血）   less血anlO％   l防S血am15％   1ess血；mlO％  1¢SStbanlO％   

Titrab）cacidib，，eXpr6SSedas％  
min．0．6％   min．0．6％  血血．0．7％   

18Gd8鰐迅（％m血）   

王魚抑01（％volノw）  mh＿ 0．5％   

SⅦ皿Ofmkroorgmkms  
∝肌出血血g血esta正αG山血re  

min．10丁   Ⅲh．10丁   miれ．10丁   mi乱10丁   
de丘れe止血se仁山n2，1（血庖，h  

toめ  

Labelled皿icroo喝弧isms匝）  

¢鴫totd）   
min．106   mh．106  

Yeasb¢叫g）  min．10ヰ   min．104   

0））proteincor．（eDtis63S皿ultip）iedbyhetotal喝eldahlnitrogmde（em血巳d．  

P）ApplieswhereacoJlteELtClairnis．rnad¢inthelab8uinB thatrefbrstothepreseDC80f8甲eCi鮎  
mi6rOO喝anism（Otherthanthoscqpeci丘edhsecLion2．）fbrtheprDducLcqncemed）th＆thsbeenadded  
asasupplemenllo血e甲eGi血startercult町¢・   

hFlaNOuredFe皿entedMilkstheabovecriteriaapp（ytothe：免menlcdmilkpart．ThenicrobioIDgical  
criteri8（basedontheproportionof飴rmeAtedmikproduct）arevaliduptothcdateofminimqm  
血ーぬi鴫・．Tムisr6画和也1do¢＄nOlappb′tOprO血ctsbeaト正巳ateda允er鈷m8ntation・  

ComplianCeWiththemicrobiok）gicalcriteriaspeci長eddboveis tobev8ri鮎d血0喝hanalytical  
tes血goftheproductthroughto“thedateofmhimlllnduTabniが’afterthepmducthasbecnstored  
皿der血8Sbr喝8COndi血nsspec道ed山地eIabe血g．  

3   
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3．4 EssEmIALMANV払mR℡tGCmmmRmlCS  

Ⅶl町代mOYalぬr加馳Iadonis皿Otpemi触dinlbβma皿通血爬Of氏肥“氾tdmilb，6XC印t血r  
Comc巳n血tdF¢mentedMuk（S∝ぬn2．2）．   

4  FOODADDImS・  
OnJydlOSeadditivesclass8Sindicatedinthetablebelow皿aybel］Sed払rtheiPrOdvctcate＆Ories  
specified・Withineachaddiivectass，andwherepem血姐a¢00rdi喝bthetable，Onlythoseindividual  
additiv¢Slistedmaybeusedandonlywithin血elimitsspec漬ed．  

InaccordaACeWi仇Se6tion4．lofthePreanbletotheGeneralStandardfbrFoodAddidves（CODEX  
Sl且Nl光一1タタ5），如雌血肌da血血雷皿町bep指先爪tim血e月ⅣOUred丘皿ent∈d皿址sぉa劃≡如亡Of  
じa町1Ⅳer丘omnondaiⅣmg柁dienb・  

Fem亡ntedM捌（S  FementedMilksHeatTreatedA允er  
Fementation・  

AdditiYeda55  馴血h   刑aⅥ川red   P】血   椚aY（lured   

Colou3  Ⅹ  Ⅹ   

Swe8ねn訂S  Ⅹ  Ⅹ   

Em山由丘ers  Ⅹ  Ⅹ   

nmw¢nhancers  Ⅹ  Ⅹ   

Acids  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

Acidiけ一喝u】如OrS  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ．   

StabilizB指   Ⅹl   Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

TIliGkGne柑   Ⅹl   Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

加serva五Y鮎  Ⅹ   

Pa¢k喝山名gas¢S  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ  

Ⅹ＝n¢uSeOfa舶itiv8Sbd抑由唱tO也6GI縄Sislechmlo8idlyju且d五d・h也e¢a持Orflavo揖ed  
pm山鹿伽8ddi血esa柁teGIlmlo如町jus扇£由hぬeda如p血m   

－＝TheuBeOfaddiせvesbelongingtDthc¢18SSisnottedlmoIo由cdけjtn；LiBed   

lき壬Useisrc血ctedtorccons血血n8ndn：CQmbimtionandif匹rT7itt巳dbynation81legisl8tioninth亡  
COtユnbyof労Icb血e血血αnSl皿乱  

Acidib，regula10rS，COIours，emulsiBers，paCkagizL呈gaSe＄andpreservaliveshstedinTable30fthe  
GemerRLStandardforFoodAddi6ves（CODEXSTAN192－1995）areaccq）lableforuseinftrnented  
mi）kproductscate80IicsasspccinedinulOtablBabove．  

即SNo．  lN打nモローAddidYe  M加通蘭肘nLⅣd  

Ati心付Re匹l】■bl嘗  

334  t   Tar也dQ8eid払（勺   

135（i）  M加l（150diumb血te  
n   Di血itlⅧ‖加血甘地  200Omg／k即S一皿一也血add  
刃   Mm叩血眼血m触面由  
わ   Dipobsdumb血tc   

ユ37  1－‘  ■  …  ＝■＝ ・   

）55  Adipic acid 
356  ■ ●    l ＝ ■  ■ 一   1500川名佃島8S8dipi88Cid  
357  Pot8∬iu¶adipユb   

35ウ  AmmoniⅥmadip81¢  
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mSNo   Nam¢OrAddi山′e   M血umLビアd   

CoIDurS  

100〔i）   CIImnlin   100m劇箪   

101（i）   Rjb8aY血   
101（ii）   鮎b8血5’一両叫血叫ぶゆ叩   300m〆kg  

10ヱ   Tarlra2hc   3ひ【】m月此只   

104   q】in01ineydlow   150mf沖只   

11P   SnれSモty¢11【）W】TCF   30ロm月在R   

120   C8mi刀CS   158叫；座g   

122   Az01ubille   15Dmき沖縄   

124   Ponocau4R．   150mだ此E   

129   AllけmredÅC   ｝00叫亦芭   

王32   ■一 三● ・   】00m朗唱   

】33   B【illiMtb】u¢FCF   150汀l鰹咋g   

141ri）   Cb18mpby】b，COPPer¢DmP】班CS   
141（ii）   Cblorophy】1inち∽pperCDmploxcち別dium8几dpD払おium弧】ts   

ll・主・塁  

14∋   Fa5t邸伐れFCF   ・．100m承g   

150b   ・ 胴      ；・         ■ ●   150m成文   

150¢   Cmmd】n一皿mOni8．p潤S   2000m妨g   
150d   Ca∫amCllV一班l丘tcamm伽Ii8PrOG亡∬   2000mg庇8   

151   BdIli8山bIadこ（Blackn巾   150m点在g   

155   B代ー耶Im   150m血   

1（；08の   b由・C町Ot∈n¢（野Il血etic）   

1占0ら   beb一叫冊甘Car（Ilmd   100m〆kg  
1占Or   b由4pO・8’C町0血Oic8¢札Il鳩仇Ylore血ylぢSIcr   
1（iO正iii）   beb－C且mt瓜田（β肋血力卸†甘）   
16伽¢i）   C訂○血出l・曙¢t8ble   封l一 三 三   

Ⅰ占Ob【i）  A州18れ○亡拇指瓜bbixinJb且Sed   20m扉k巳朋bixin   

160b¢）   血山8nOeXl【も¢bnor♭i血－b月諾d   ● ； 主■ …   

沌1叫i）   1』止血丘りm物お∫e祀db   】5（）m少kE   

11；1晒）   Zem他山   150m朗鞘   

Ⅰ石3（ii）   G印p亡故in6血¢t   10t）血兵火声   

172（i）   Im旧0癌dちb王aGk   

I72di）   ▲   ●   ■ －   レ●   j仰伊那g  

172（iii）   lm＝痛壷．ydIow  

Em曲ラ丘e柑  

432   PoIY∝くl・¢dⅣ1伝IePO）印巾ib♪mOnOl8叩血   

433   PDIYOWO血Yl巳nGロ0）泌血ibnmon00lc8tC   
434   Po吋0町血Ylmcロの紛rbiI8nmOnOp山Ⅲit8tモ   3∞Om釘k5  

435   P01YOXYCtllYl印8PO）50tもi血   
436   P01y間・如l印亡（20）氾血ibn   

472¢   ■・  ・： … …  潮● 珊 ● 三  川   1（IO00m〟k鼠   

ヰ73   Sucm琵琶terSOr血IN8C；ds   5000∬】扉k凰   

474   SuGmgly比Iides   50ひOn】釘k史   

475   Poh・AIYC8ml亡兜rSO一触～8¢ids   20（〉Om月／k象   

477   PルPVlmモdvco16k托Or恥ad血   5000m月収鼠   

48】（i）   SodiⅥm5加yllac吋Iat¢   ●＝● 一 三   

4さ2（i）   Calciumste打Dyll量的血○   1DDOO爪朗由   

4少1   SoJbil封ImOnOStear8l巳   

492   Sorbilamtdsl亡8mt¢   

ヰ93   Sorbit山ImOI101川田te   50〔拍m少k邑  

4，4   Soねit町Im叩0（Ileab   

4，5   Solbib皿mOnOp8lmi也te   
タ00a   ー● 一       一・   50m扉反  

椚乱Yロnr蝕山江払亡en  

580   Ma伊巳血mglu亡如atC   GMア   

620   01utamiGaCid（L＋ト   GMp   

62l   MDnOSOduInけlⅥmm81eL－   GMf   

62ヱ   Monop01適um貝Iulam8旭し   OMf   

623   C白kium月Iubmれ亡ロトL－   GMP   

624   MDnOam血0止山爪尾Il舶爪8杷，1′   GMア   

625   M▲帥e血mかhmalGDl－し   GMア   

626   Gu餌y】ic8Cid5■－   GMア   

627   D王sdinm耶mY18‡¢5■・   GMP   

628  Dipot瓜血m即朋γ1且te，5’－   GM♪   

5   
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】NSN乱   N抑朋沌IAddj伽e   Mn血ⅥmL¢Vd   

62，   Ca】dumguむIyIate，5し   OMア   

の○   bo血iG8Ciれ5し   OMア   

る3l   Di加iu爪in05ina晩5－－   GMp   

63Z   Dipobdじmh岱in血．5し   ．GMP   

633   Cddumho∫h8tち5L   GMP   

634   C且1dumIibonuG‡codd持，5，－   0岬   

635   Di∝diⅥmdbo爪ndeodd6，5し   GMP   

63（；   M81bl   OMp   

‘37   E仇ylⅦ帽11Dl   OMP  

Pr（Serrat如び  

2qO   50ゐi¢a¢id   

281   Sdium501加鹿   100Omg化gas∽∫b；Gadd  
2蛇   Pob5Siums包も8te   

2¢3   Cal¢iumsαb且ぬ   

210   B皿aDiGaCid   
211   Sodit】mbⅢZOatO   300m月仲島おb用ひiGatid  
212   Pot叫貞Ⅶmも印Z8ate   

213   Cさl¢iumbql石Oak  ‘ 

234   Ni血   50【Im血  

SI8閲肋mⅧ扉Tucken亡rS  

170（i）   CさIciumG町もonat8   GMp   

331【iii）   T心血血md血血   OMP   

338   ●  ●＝●Il ，l   
ユ39丘）   M¢m¢SOぷⅦれOr也oph血b   
3ユタ一日）   Di就diumor血op加持ph8t¢   
33叩ii）   T高畑diumo一山op王IDSphat£   

ま40の   Mo血OpOt感ulnOdhopho卸h船   
｝40日王）   Dipo払S血mt〉山lOpb5pb8b   
340（iii）／   Tripo‡叫SiロmO血ophospbab   
341の   Mo皿∝ak如爪○瓜○虚○印わ如   

341一誌）   仙dumor払opho与p】仲k   
ユ4叩ii）   Trid七illmOt也oph（】印batc   

ユ42¢）   Mon00mmOmilImOr血opho占pb山¢   
封之伍）   Dimlm8nilImO仙OpIlO印h腑   
343¢）   M…Omき仰鴨iumo血0画10Sph此   
343（ii）   以m8隕e血modlOPbospt18t¢   10（カm威kg．扇mglyorin  
34ヨ（誠i）   Trim8繹lぢillmOボbod10叩bt8   mbin如i00，ぬpb防phorus  
450（i）   MillmdipI】0印払出e   
450（ii）   ▲ ● ■  ■■ … 仰＝ － ＝   

450r誌り   Te佃OdiumdjpllDSph81∈   
450M   TetⅣP佃Sium蛍phbSph血t¢   
450（d）   Didci11mdidlO！巾h8te   
450（vii）   C且】dumdbv血0文亡ndiph（】5pb【¢   

ヰ51（i）   Pcnbs∝liumldpIl防ぬato   
451（ii）   P飢t坤加商血ItdpbDSph出¢   
452（i）   Sodiump01γphosp加地   
45神埼   Pota5Siumpoll・pb05Ph01e   
452¢ii）   Sodiumc8lGilImp01y由0叩hat¢   

452〔iv）   C油加InP01ypb耶由8k   
452（巾   Ammoniump01YPbosp一旦b   
5J12   放加印加明血鹿   
48D   Al由血Ⅶ舶   GMP   

40l   Sodiu爪al血如   GMp   

402   Po一旦∬i叩川1成田t6   GM？   

403   Amomiumal月illa帖   GMP   
4朗・   CalGiじれ軸h血   OMP   

405   nopYlmじdYC0lal慮れ8l¢   GMP   

406   A即r   GMア   

407   
C孤丁喝mⅦ肌dit550dium，pdb∬iuln，8mmOnium，田Icium弧d   
ma脚e扇unlSalls（h¢llldi上嶋加c¢1lemn）   

8Mp  

407a   PJO防SSd凸血〝JJJロ5飴W8ed   GMP   

41D   Carqbl）8an郡m   GMP   

412   Gひ8r貝um   GMP   

6
 
 
 



6  CodexStandard2ヰ3－2003   

INSN仇   N8meOrAddi伽8   h血Ⅹimumレvel   

ヰ13   Tmgaca几1b騨m   GW   

414   Guれユ血bi¢   GMP   

ヰ15   Ⅹ乱n山a町卯m   GMP   

i16   K虹aya鮮血   GMP   

417   Taf8印m   GMP   

418   Gら11由IgUm GMア   

425   Ko再aG80ur   OMp   

440   Pccli【lS   GMP   

459   Be【8－Cydodexl血   5mR几視   

4醐（i）   MicrocⅣSt81】irleCell扇os8   OMP   

48叩i）   P【爪Vd巳虎dcelltllos巳   GMP   

4朗   M8血yJdh】0譜  GMp   
463  HYd相即rOPyI∝u扇os8   GMP   

4朗   HYdlOXyprOpγllnOtIⅣ】c8川ulo防   GMP   

4（i5   Me払yletbylcellulo5e   GMP   

4G6   SodⅥm血oxym血y】dlⅥIos¢   OMp   
467   E也勇hy血xγCthy】dlulo罪   GMP   

4（；含   C一口SS－1inkdc8ゐ叩me血ylαllulos8   GMP   

469   Sく〉血m恍加ⅩymdbY！cdlⅦ1DS¢．印町m山jG811y匝dlりIyz¢d   GMP   

470（i）   
Sal【50rmyds血，pa】mi由比ds池dcaoids扇血8mnDnia・C且Ici叫   GMP  
pot8SSi℃血and∝dium   

4TO（iわ   Sal【sdoIGiGぴid（鴎】血m，卵†a感ummdso血加）   GMP   

471   M助かanddi一山y眈d（ks   GMP   

472且   A比丘e旭d魚tⅣ且Cidts【8r30一見IY∝ml   OMP   

ヰ72b   一  ・－ ・  州  －  ● ：   ●   ●   

472G   一 一 ・■ 州 1   ● ： ・●   GMP   

50＄   Pbb5Siumd】lorid亡   GMP   

509   CdIcium．d】orid亡   GMP   

511   ・；ニー・     ● 川   GMP   

】200   Pnlyd血盟   GMp   

1400   Dcx扇nちrOaSttd血化ゝ   GMP   

1401   Å8id旭t¢d虞訂Ch   OMP   

】ヰ02   A】bIine加盟【亡d拍rdl   G九靂P   

1403   Bk■Bbdsb】芯h   GMp   

1404   0衰d遼東s【射dl   GMP   

1ヰ05   En2Ⅳmelrはteds加¢h   GMf   

1ヰ10   Monosbrchphos由at8   GMP   

、1412   DislaⅣbph防Pb痛   OMア   

lヰ13   m俗由比ddi5h血phospl旧t8   OMP   

lヰ14   A¢CⅣ血ddi5加hpho印h出石   GMP   

王ヰ20   StalGha00bt¢   GMp   

1422   Ac亡吋l且tddisl肌h8dif吼b   GM？   

H40   IlydrロスYpr叩小血血   OMP   

144ヱ   Hy血0犯・pm押Idi3加hpb叩1はl¢   GMP   

1450   St∬dlSdbmDdmvIsu∝in8te   GMP   

1」t51   Ac叫【8tdod血ぢdsb沌h   GMP  

訊YモeIene帽▲  

420   So止iI0l8ユdsorbit01町印p   OMp   

421   M且nDit01   GMア   

950   A亡凸皿1血I18pOb繋illm   350m少kg   

951   A5paJl且me   100Dm属仲良   

95ユ   Cy⊂1釘m8lcs   250mp座員   

タ53   Ⅰ50ロIaIl   G入庄P   

95JI   Sa∝血adn   100 mgn;g 

955   SuG†aloGC   40Dm釧也   

956   Åh也m8  100ロ扉kg   
96】   N¢Otame   108m戸永尾   

350m〆k8…弧aCdul如te  
962   ÅspaぬmかaCぢu脆n－¢Salt  画鮎血爪印血融血恒頑   

984   Pblylcito】sⅥl】p   GMP   

タ65   Malli101¢n¢ludi叩m81Iitol町mp）   GMア   

966   L8Glitot   GMア   

g67   Ⅹylitol   GMア   

一Th巳uSeOfmetenersislin元一ed比＝milk－andmilkde血aliYe－♭8SCd7，rOJuctsenergyEtduccdorwithELOaddcdsqg且r・  
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CDdexSt8ndard24ふ20D3  

Mpェhqml■YeI  1NSNo．  Nユm亡OrAdditiYe   

5． COⅣm加ⅢNANTS  

Theproductscovcn：dbyLhiss（mdFLrdstta11compbpwitItth〇nlarinllmIiTTlitsEbrconlaminFntSnnくIIhc  
na血ⅦⅡlreSi血8馳扇b血rpesdcides抑dvele血aⅣ血嶋S田ねblishedbytbeCod駄〟血emt扇鮎  
Cb心血i鈷io軋   

‘． 耳YGIENE  

ltisrecommended払出血epTQ血cts00Ⅴαd毎tlⅦ匹0Visionsof血s£tand祈db¢p持p卿由mdbandl¢d  
血8CCOrdancewithth8aPPmprtateSeCdonsDftheRecommendedhteEnationalCod80fPracdc8－  
GenBralPrinciplesofFoodHygicJ）e（CAαRCPl－1969），theCodeofHygie31icPrac6cefbrMilkand  
MⅡkPm血GtS（mC侃CI，57－20糾）狐do血訂托18V皿亡Cd耽t既Iss00hasCod防Of壬妙由印i¢hacdc8  
andCodesofPrachce．T鮎products血otlldcompb・With餌ymicrohioIDgicalc正teriaestablishedin  
accordanc8WiththePdnciplesfbrtLeEstabhslmentandApplicadotlOfMi∝ObioIogicalCriteda血r  
Foods忙AC／GL21－1997）．   

7． LAおELIJNG  

b虚di60丑b血¢prD扇5j即5ば鮎Cod既・G比e血5伽dadあー血合Labdli咽ばh甲a慮喝dlも0由  
（CODEXSTANl－1985）andth6GenBralStand訂dfbrtheUseofDairyTems（COD玉XSTAN206－  
199り，也8払mow血合sp∝慮cpmvkio皿Sapply：  

11 NAMEOFTnE下00D  

7．1．1nen弧eO一也8血od血dlb¢鈷rm餌tedmilkorcono已n仕叙d鈷m印旭丘mi駄孤軍prOpnate．  

Howev鶏血esenamβSm町ber印1a∝；d毎払edesigna血nsⅥ唱bⅧ屯Acidopもi】ⅥSMi叱馳駄Kumys，  
Stragistb，Lめneh，Ymera11dYktte，PrOVidedthatthepro血ctcomphcsYVi也th¢SPeCificprovisionsof  
血isS由れdad＿Yo如m町b¢Spelled耶8pprOpriat6h血eco皿tげOf離ilsale▲  

“刃tematecT）1ttmyoghudlasdeGnedinSec6on2，Shallt拇named瓜rough血euseofaAapPrOPriate  
qロ8日茄erhco再岨elk氾Wi血d博WOrd‘ラ0由Ⅶで1meGhosenqⅦ止抗α血劇d8SC血ちinaw町止血k  
8CCl皿tCaTldllOtmisIcadingtothcconsumcr，therLattJrCOfthcchaJlgCiltlpartCdlolhcyoghtJrtthrough  
theselecLionofthcspeci茄cLcc（ObGCiLZiinthecuIlurcformaJIL血cluri喝dlePrOdt）Ct．SuchchanAe＞  
．mayinchIdE）aInarkcddi飴renc8inthefbmentationorsanisms，metabolitesaJdJbrscnsozyproperties  

OfthoprodtlOtWben00mparedtothep∫Oductd9SignatedsoIclyasLYqghtJrt”・駄8mがesofqualifiers  
WhichdescribcdiffbrcnccsiTLSCnSOryPIOpCrticsincl11dcICrTrLSStLChas“血ild”and‘langy’、．nctcrm  
“dlemat¢G山b∬eyOghⅦでTsba皿not叩pレ拡adesignalion．  

恥¢血帥eSp飴i鎖¢紐皿Sm町beⅥSdinconneedonwi山地etem‘‘録0班n’’pm扇ded（i）thatlhe  
productsubEniucdLOBccdn8COmplieswi也therequirenlentSirLthisStandard，（ii）thatthcspccific  
扇a血rcⅦ加代SC弧bβreaCtiv弛dinreぉc心血1enumb¢柑毎払涙ng，弧d¢這）払出血e丘oz8np10du仁tis  
n即nedasⅢd＝mdissoIdぬrdi耽tCOn＄u皿pdon，皿レ．  

0血訂㌫皿βntd血址s孤dcon00れIrated知men一朗皿㍊km呵もe血signaledwi血血erva血吋n8meS  
a亭SPeCinedinthez18t血al1egislationof血eLCOtulbyindlichtheprodtlCtissold，OrnameSeXi＄tingby  
COnJnOnnSage，PrOVidedthat畠uChdc＄iB7tationsdoTLOtCreat8anerfOneOt）SinpressiorLin血ecmnt7y  
ぱ柁Iailsaler喝訂dhg払¢Cb訂彷kra血idemt吋or伽fhd．  

7．1．2Product∫Obt血ed丘om危m訊tdmilk¢）五eat廿ea鹿da超er免rmen【adonsムdlb8れaⅢed‘管kat  
TreatedFmen（edMilk’’．げ血BCOnSunerWOttldbcmisledbythisnam○，dICprOductsshallbeinamCd  
aspeJTnittedbyna血Tldle由slaticmizILhccotmtryofTetailsale．h¢mntrieswher8nOSuChl喝isladon  
CXists，qrnO血na血盟訂8h¢OmmOnnS喝ち仙¢prO血ct血濾beIl廻nd‘1k或丁托akdアemented  
Milk”．  

7．13The designation ofFhvoured Fernet）ted Milks血auincl≠de仏e name ofthe pnncipal  
丑附00d【唱鎚bst皿C亘s）or且餅0叫）added．  
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CodexStandard2ヰ3－2003  8  

714Fementedmi］ksto血icho皿b，nutTidvecdbohydmfe訊VeetenerShavebeenadded，maybe  
labeld貼“錮eetEn8d⊥1也e仙mkb血greplacedbytbet巳m‘甲耶n6mt8dM批”orano血訂  
designation asspecifiedirLSec；lion7．1．1．tfnon－TltItritivesIVeetenerSareaddedinpartialortotal  

”  Subs血don10S喝叫IbementioJl“SWe蝕ndl勇払  ”or“s喝訂ed狐dsweetem由wi血  
should叩PearCLose10LhenBmeOftheproduct，theblankbcingfilledinwith1henameofttleart漬ciaI  
SWe¢tenerS．  

7，1．5ThernamescoveredbythisStandardmaybeusedinthedesignatioJl，Onthelabel，inconmemial  
documentsandadvertisingofo也erfbods，PrOvidedthatiLisnsedaaningredientandthat鮎  
ChaTaCteris6csoftheingrcdientaremaintahed to arelevan亡degreemordernotto misleadthe  
COnぎl皿er．   

7．2 DECLARATIONOFmTCoNTENT  

げthecDnSumerWOllldbemisleadbytheomission，the皿ik血tconteJltShallbedecl訂edinamanzler  
acceptablein血ecou血yorsde10仙e血山亡OnSumer，e血era5¢）aperce餌場eOf皿む遥OrVOkme】Or  
（ii）ingramsperservingasqu81i丘edindlelabel，prOvided払at也e7runberofservir）gSisstated．  

7．3 LAt‡mLⅣGOFNoN－RETAILCoNmmERS  

In払m慮0れ托qu臆dinSecdon70f血kS厘mdad皿dSeclions4．1【04．80f山8GenerdSlandardfbr  
仇eL血el血gofP托一paCk喝dFoods，∽d，首ne鑓SSaⅣ，血ー喝8h虞mct血s，血811be由veneitheron  
lLeconlainerori皿aCCOmparyingdocl皿en【s，eXCgtthatthenameoftheproduct，lotidcntiBcation，  
andthen8mC肌daddre＄SOfth¢manllf5cturerorpacker，ShallappearonthecontmiezIHowever，lot  
id印踵甜donand血en如neandadd托SSOf也8皿独血hrer・OrpaCkag∝m町ber甲1acdもy an  
iden亜c血onmadc，PrOvidedthatsuchmalkiscIearlyiden瓜ablewiththBaCCOmPanyingdocumenls．   

8． MmOI）SOFSAMアLmGANDANAIJざSIS  

SeeCODEXSTAN234－1999．  
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COde女alimentariuscom血ission・  
FOODANDAGRICUtm  
ORGA伽ON  
OPT抒EmDN〟nONS  

WORLD  

M  

OROANIZAmm  

JOINTO同和G巳Ⅵかk血Ik’mm柑鯛1加出血■的1∞伽恥】：3p帖57t汚】Ⅵ帆亡血池伽切払血L化【B加此血◎加．叫£随1鵬kj，鎚苅田止5如  

Ap山ZO02  

AmORM03几1  

JO蜘T∬AO爪粁江OFOODSTAMS陀OGRA血E  

CODEXALIMEⅧロSCO批ISSIOⅣ  

Twent山河馳触感血  

Rome，Ib帆30Jun¢－5Ju吋ZO旧   

RRPORTOIrT杜E抽丁血SESSIOⅣ0万一TEECOD魁ⅩCOM加mTEEOⅣ  

加旺LKAⅣDmPMmS  
乃屯肋唱われ♪たw放ね批川一J2頻J2β彪  

Ⅳot8：乃お叩r∫おねぬCoJぬCぬJ肝上e肋rα2β∂2〟Jr肋『  
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ALINORMO3八トApp仇dix刀1  p喝e40  

AppE恥ⅠⅩⅢ  

DRAFTREVISEDSTANDARDFORFERMENTEDMn，KS  

（Adv皿CdbStepg）   

1．  SCOPE  

Thisstand8rdapplie＄tO蝕Ⅱentedmilks，’thatisFernlentedMilkincludi喝HeatTreatedFbrmentedhmks，  

Co皿C6n加tedFennentedMi）ksaJldcompositemiJkproductsbasedonthes叩rOducts，fbrdircctconsl皿ption  
Or点灯血erprocessinsinconfbnnitywi弘也edehitionsinSecdoJ12ofthisStandard．   

2．  D玉：SmTION   

ヱ．1 FERMENTEDM】LK  

Fm蝕ted Milkis a血駄pmduGt Obt血d吋触n血on of血眠w出血皿北山町haⅧb巳βn  
manl血ぬ汀由丘皿pmdu出血t血d鮎m皿址扇血町前山00tCO皿卵扇dondmod肋a血ma5封血血dby  

山¢p畑Ⅵ鼠OnhS戚m3・3，by血eadonofs止め18血耶昭肌i抑S脚dr別i血g山一d血onofp打w血  
Orwitl1011tCO唱I11alioll（iso－elcclricprecipilaLion）．TlleSeSEarこermicroor％anislt）SSha）1bcvi3ble，aCdvcand  
abundanti11也eprD血cttothe血teofmitndtmbnity・LFtheproductishcat－bTeatCdaner克rment8don  

血潤明通m蝕tfbrYiauemiGrOO巧拙i弧Sdo田nOl甲pb′．  

伽血t托mentedM此sare血m血吋sp∝追cst如才ml加代（s）us巳d鈷【危mm亡8七m邪知1loⅥ帽：  

Yodlurl：  S）・mbiotic culturcs of SITtPIococczJS（毎muphi）tLf alld L！lCt〃hu（7imJS  

ゐ他州e¢かfsub印．廟c狐  

ALternntcCt］［ttJreY．）Rhllrl‥ CultニーrCSOfS（r甲，ocuc（て，Sd，en”OPhi］usandanyLL7C，けbaci［（T＾TSpCCi＝S・  

Ac油pb紬sMjlk  上血bぬd批F〟J句碑肋∫．  

馳触  Stむ他山加p叩卸虚血mk血鮮血s⊃血′め血路げ瑚ガ，甲CやOf  

也e ge皿訂a加丁′C鵬Joらエ融bmmⅣ肌d山地赦血汀辞0…g m a  
血g甲CC通じ柁1a血血p．  

K¢駄如m∞m血ねt氾血1actose鈷men血旦昨a由躍ん甲′ピ「叩  
肌㌍血糊）乱Id 封0か】孤如か触姐血g yeasb 何把d∬0叩収∫  

刷吻m恥肋血肌叩彫川椚血血Ⅷd伽d打叩7御物揖S），  

Kumys：  エ〝Cわ如d批∫ ゐ必用e‘紡f sub甲．みIJ蜘JねJざ 血 鞠腫れ叩伊Cg∫  
J〝mβ乃I汀．  

Od16rl血rom嘗甜血s他山110Se∞nS山u血g血speei鮎或血α¢ulh】re（s）sp比血dabovelnaybeadd正  

2．2  CoNCENTRATEDFERMENTEDMILK  

Cot）eentratedFermeT，tedMjlkisaFermclltCdMilktheproteinofdlichllaSbeenincreasedpriortoof  

血rfbrmentationto血imtu15・6％・ConcentTatedFenTlentedMilkshlCludestradihlalproducts飢ICllaS  

Sb▲喝isto（strainedyogllll可，Lbblleh，YmerandYlette．   

2．3  puvDUREDFER腫mEDMmx5  

FlaYOuredFel・mentedMi）ksarecol叩OSiteni汰products，aSdefinedinSection2，30ftheCodexGeneral  
StandさrdfortheiUseofDairyTenns町ODEXSTAN206N1999）whicllCOntainaLna血11utnOf5O％（w∧可of  

！10nrd由yh］gredients（sucllaヲ11utri血eandnonTTu血ivecarboIvdrate＄，加its8ndvegBtables弧WeuaS  

julCeS，PureeS⊃Pulps，prq）arahollSandpreservesderivedthere丘01u，Cereds，holley，d”COlate，nutS，COffbe＞  

？Pi竺Sandotherharmlessnatur81flavouriJlgfoods）andhrflavours・ThenollJahyingredientscanbemiⅩed  
山1pnOr10／ora鮎【先m8nladoll．  
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ALⅢORMO3／1トAppe】ldixⅢ  p喝¢4Ⅰ  

3． ESSENmI．COMアOSITIOⅣAⅣDq甲ALITYmCTORS   

3，1  RAWMATERIAlぷ  

・Mi址卿d／orproduoIs由一ain由舟0Ⅱ‖milk  

● PotdbI8Wa【er血ー血euseinrecoll奴i血dono一代COml血ation．   

3．ユ  ーERMITTEDINGREDIEⅣrS  

・Slartercu血resofll粗1essmicroDTg肌isnsincludingth0［SeSPCCinedhSecdon2；  

・Sodiu皿血lo正de；and  

・N抑daわーjn邸1di朗臨asli如diりSeG血nヱ．3（Ⅲ訂Ou戚＝海m把ItedMilk丸  

● G巳Iatj11eands血ill：   

一 危men短d皿i】土台heat－鹿a托da丘訂免刀Ⅱenta症on，   

一 点aγm托d危nn蝕鹿dmi址，弧d   

－ p】血血entdmi比s茸pmi触dbyn慮Ⅷa11喝kl鵬on血tb8CDⅦn吋Ofsdeto血腫占血山co刀ざum6ち  

providedtheyareaddedo叫inamounts軸血onalbTneCeSSaryaSgOVemedbyGoDdM  
Pracdce，takingintoaccountanyuscof血8Stabili捷rS仙ickenersユistediJISeC血n4，ThesesubstanCeSmay  
beaddedeitherbcfbrcora触raddingthcnonJairyil唱rCdic）1tS．   

3．3  COMアOSmOⅣ  

Fermented  Ee爪r   Kumys   
Mllk   C山tureY（哩h吐出md  

AcidopIlihざ皿山k  

M独prot血Q（％w／w）   miTl．2．7％   mill．2．7％   皿im．2．7％  

M此伽（％1叫   1e∬也古刀  l¢5S血an15％   lessth8n  

10％  10％   10％   

Ti油Ieacidity，eXPreSS由as％lactic  mill．0．6％   mh．0、6％  mi九0．7％   

acid（％w／w）   

E血mol御YOl血）  皿in．0．5％   

Stmofmicroo13anismscorLStitt血lさ  min．107   min．107  plll・187   

山βSta血rcul血相de丘血hse血on  

2・1（（漁1也hbtal）   

L加11dmi仁和o唱anim㌔挿1也  皿h．106   min．10‘  
total）  

Yeast＄（c的）  mh．104  mh．10ヰ   

a） Protein・COlltCntis6．38TnuldplicdbytlletOtal喝ddalIlnitrogezldet6nnined．  

b） Applieswherea∞ntCmtClaimisInadeintllelabeningthatrefbrstothepreseT・CeOfaspeciGc  
micmo唱allism（dlertll餌Itbse軍拡漬由hsec血n2．1ぬー血epro血G†cDnC¢med）t旭basbeen  
addedasasIIpplcmenItothespecificstart6rCdhl柁，   

hFlavDuredFerm印tedMilksdledbovecdteriaapplytothefbrmentedmi）kpart．ThBmicrobiological  
criteTia（basedonthepropo痢）llOf触Ielltedmi1kpJ7OdllCOar8ヽ・aliduptotlledateofmini皿】m血rabilib，・  
Thisreqmrelnentdoesnot8ppレtop一山ncIsheaト加ateda鮎rぬm¢nla由Il・  

CorL）Pliance涙ththemicrobio）0gicalcriteriaspecifiedaboveistobeveri5edtlmudl弧坤触It6Stingof  
血produot血0喝hto“鮎dateo一山血m皿血raも最少”膿er也epro血cthasb飴m蛮0托dulld8rtl－85tOr喝¢  
COl】didollSSPeCiBedind16labehng．  
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AlINORMO3／1トAppen血ⅩⅡJ  p喝e42  

3．4  】；sざENT王ALⅣhNVpAmR即GC旺ARACrERISTICS  

Ⅶley reZnOYa18鮎r氏Ⅰ皿entalionis notpemittedinthenlanufhcture offt皿elltedmi1ks，eXCCPt fbr  
Conce血‘aledFementedM批（Sedion2・2）．   

4  FOODA刀pImS  
Onlytl10SeaddidvescIassesindicatedinthetablebdowmaybetlSedfortheproductcategoriesspBCified．  
Wi血h8aChadditiveclass，andwherepEmittedaccordingto丑帽table，OnlythosehdividtLaladdidvcslisted  
mayも8耶edalldon吋W油intl161i血Issp（∋G道東．  

haccordaJICeWithSection4．lofthePre弧1bletodl¢GeneralStandardfbrFoodAdditives忙ODEXSTAN  
192（Rev，2－1999），addidonal8dditives皿aybepresenththe＞flavot（red危mentedmilks8SZIreSultofcarry－  
OY∝丘omnoll－daiⅣ追l騨dぬ1tS．  

Fem臼Ited】Mi】ks  FermeJltedhtilksHeatTreatedAfLer  

Ferme丑tatio皿  

p】細山   刑avoured   pl五山   刑aY（I≠red   

AddiポYeCla5S  

Colours  ×  ×   

Sweet8n訂S  ×  ×   

Enmki五耶  ×  ×   

FlaYOtげ¢止血1庸一S  ×  ×   

Aeids  ×   ×   〉く   

A¢id卸ー¢g油lors  ×   X   ×   

Stabjlizβ巧   ×1   ×   X   ×   

Tbkb皿e田   ×l   ×   X   ×   

n8S斑Yativ8S  〉く   

P紙k喝h豊島ases  ×   ×   ×   

X＝ThellSeOfaddidvesbelongillgtOthe¢lassis【echl旧1ogicallyjusdLied．hlthecaseofflavouredprodttcti   
【lleaddidvBSareteCh】10logicalb，justiBedintheddryportion．  

－＝ThetlSeOfadditivesbelollgil）gtO山eGlassis7dtechnologiGa11yjt］＄tified  
1 

us¢isrBShictedtorecol慮tu＆onandrecon）billado皿andifpermittedbyTLational1egis】a60nintl－e  
COulわ・Ofsa18tOd18茄nd叩nSumer．   

5．  CONTAⅦNANTS  

nlePrDductscoveredby山jsstaJldardsha））complywit）1血emaxi血um（imits fDrCOlltaminal11salld山e  
皿aXiuun residuelinlits fbr pes血ides aJld vet巳rinaTy drugs es（at心shed by也B Codex AIime11tarius  
Conu刀ission．  

G，  HYGIENE  

6．1 ItisreconmlendedthatdleprOductscovercdbytheprovjsionsofu血Stalldardbepreparedand  
l18ndkdh8C¢Ord81】CeⅥ抽d一合app10prは他言eC丘0皿SOf山eRecom皿飢dedhltemado皿alCod亡ぼPmGtice－  
GeneEalPrinciplesofFoodlJygielle（CAC／RCPl・1969，R6V．3－1997，CodexAlimentarius，Volum¢lB），and  
Otherre】evaz［tCodext¢XtSSuCllaSCodesofHy由enicPracticealldCodesofPractice．  
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6・2 Fro皿raWnlateri血prodtlC60n（OthepointofconstlnPtiDn，theprDductscoveredby払isStandard  
血0山dbe5叫ectba00血bh8t血ofc皿打01m¢a蝕r腎，W出血山野血¢1udち払rexamplち匹始町血○址，祉止  
血esesboddbesbownba頭ieve山eappropnatel6Ⅶ1ぱpubliGhea仙pr山ec血止．  

6・3 ¶16Pm血ctsshot）ldcomplywith8nymicrobioIogi6alcdteriaestablidledinaccordanccwiththe  
P血¢p】es払rdlBEstablidunentandApphca血10fMicrobiologicalCriteriafbrFbods（CAC／GL21－1997，  
Cod8ⅩAum印ta血s，VolⅦmelB）．   

7．  払方ELuNG  

h addition to dleprOVisionsofthe Codex Gen6ralStandardfordleLdbellingofPr印adkaged Foods  
（CODEXSTANl－1985，Rev．1－199l，Co血A肋enta7プ7JS，VolumelA）anddleGeneralStand訂d血rthe  
tJs80fDahyTems（CODEXSTAN206－1999），dtefb11owi工唱SPeCiBcprovisionsapplyゴ   

7．1 ∬AMEOpTHEfooD  

7．1．1 T血eⅡam¢Of山8ぬdsb鵬b8勉nn蝕Iedmi比orcm∝l血ated魚m00tGdmi此asap卿叩血脆  

肋w㌣鴎血鮎¢nam6S皿呼bβr甲l8Cd吋dledesi伊感ons翫か鴫Acidopbilu且M叫鮎軋K皿yち  
S助辞StO，hbn¢1l，Ym訂飢dⅥ班ちp∫0Vid由血a【血8prO血GtGOmpk8SWi血血¢Sp拡漬G匹OYisioヵsぱ鋸s  
凱孤d血Y喝bu正mayb¢S匹11dasappropriat8i州Ie∽lm吋Of托18ilsde．  

”＾JtemalccuLhJreyOghtJTl”，ZISdGfincdinSe血0112，Slla）lbenaTnCdthrotl釘IdleuSeOfm appropriate  
qt）ali鮎rinc叩如ncdonwithdlBWOrd’サo如rP．ThBChosenqt［aliBcrshalldescribB，inawayth慮is  
＆CCt汀ぬandnotmisleadingtDtheconsllmer，theJlatureOfthcLCh叫Sei皿PartCdtothc＞yOghurtthrt）ughthe  
Sd∞do几Of血e印比摘¢エα′¢ゐαd肪hd16Cultur6鈷rm弧u飴Gh血glkpTOduct．SⅥ血ch訂l辞皿ay加1u血  
a血合血きdd迂触肛eh血¢丘m引It81ionorganisms，皿ぬbo】iぬg皿肋rsems伽yprqpロゼ8SOf山手produ虎  
When co）nPared tothe product desi脚8ted solely as：ゝ0ghurt’’．J！ⅩaJllPIcs ofqual消ers wllidldcscribB  
d伽¢髄hsensoけ匹Op餌i鴨im¢1血8temSSⅥ血8S‘hnd”組d郎t8】l鉛′”．Ⅵ1etem“altematocu血r8  
叩由Ⅶでslldln飢8ppレasadesignadoll．  

Tn¢aboves匹Cifi¢tennSmayb6uSedinconnectiollwiththetemL伽zen”provided（i）dlatdlePrOduct  
Subnlittedto鮎ezingcomplieswiththerequir飾16血inthi9St弧d8rd，（iりth戚the・SpeCificstarLercultt）n！S  
侃迫bere8Ctivatedinrcason8bl¢m皿bersby血且Wing，alld（iii）th8tthe葺02：enprOduc（isna皿edassudland  
；ss01d血ー血ect¢On511皿ptlOn，0山y．  

0血訂fb皿entedmiksandconccntrated飴rmentedmi比s血aybedesigllatedwithodlerVariebrnanleSaS  
印eCi鮎dinthelladoTlallegislad仙OfthecotI叫inwhichtheprodudissold，0川amOSeXis血gbycomnlOn  
t）S喝e，PrOVidedthatmchdesigt）adonsdol10tCreateanemneOuSinqmsioninthBCOun町Ofrctai1sale  

regardi喝thecharacterandidentityoftl帽fbod．  

7．1．2 pro血¢bob也ined伽m鮎m剖Itdm此（＄）h飢t杜eatedi血訂飴menla血皿血dlbel】弧d‘Ⅵ餌t  
TreatedFbruentedMiJk’’＿正dleCOrLSl皿erWOuldbenisIedもy血isn8me，theproductsshaJlbenaJnedas  
PCmittedbynatio11allegislatiminthBCOu此yofretailsate．如coun扇esdlerel10SuChlegisl8tio）lCXists，Or  
l100tb¢rn8n8Sa柑h∞mmOnllSagち止8pm血¢tSha皿be皿amed“He8tT陀血dFem8山CdMilビ’．  

7＿13 Thedesign鵬onofFhvouredFementedMilksshal）hcludcthenameofthepnncipalfLavoun］lg  
ざub由n印（s）or且al℃化打（¢added．  

7．1．4 Femlent弓dmiu（StOdlicll011レmLtritivecarbonlTydratcsweetenersh肘ebeenadded，mayb6］abeled  
as‘bveetelled  ： ’，1heblankbeingrep）acedby也eter山‘甲crnentedMⅡk77branodlerde＄igllationas  
SPeCifiedhSecdon7．1．1．∬n01l－nutd正Ye飢Vee（enersareaddedinp訂tialortotalsubs正tutiontosugar，dle  

皿餌tjo】1“SWeetCned扇tll ”or‘b喝8redaJldswe6tened扇th＿＝’shollldappE，ardDSE；tO血eDame  
Of血¢p∫Oduct，山eblankbei喝創1edin心血也ell山IeOf血¢a撼Gialsw隋t印耶．  

7・l・5 Thel－anleSCOVeredbythisSt811d8rdmaybet）SCdinthedesigl－atlDりOnthelabel＞iTtCOll皿erCial  
doctlmCntSalldadvertisinBOfotherfbods，prOVidcdthatitisusedasanhgredientalldthat仙edlaraCteristics  
Ofd）eiJ）BTedicultarenlaint血edtoarelevantdegeeinorderllOttOmi＄Jeadtheconsumer．  
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7．2  1）ECLARAT10NOFFATCoNTENT  

ぼtheconsumerwouldbemis18adbytheomission，也emi1kfat00ntelltShalIbedeGlaredhamallner  
a∝甲I油Ⅰ¢止血800un町OrSa16tO山e血dconsuⅡler，ei血eras（i）a匹m甜tag¢Ofm舶SOrVOlumちOr¢i）ill  
訂a血Sp訂SeⅣ血g8SqⅥ山道d血血8lab8ち騨OVided仙at山enⅢnb訂Ofserv毎歩isslatd．   

7．3  LAl箋ElエINGOFNoN－R耳TAmCoNTA耶ER＄  

h毎n追ati脚requir由inSec血170川】jsS血1血rda血鮎c血皿S4．1104．80日l18Gene血凱旭dardfbrdle  
Laもeni喝OfPr叩aCkagd Foods，む1d，げne托∬訂y，StOr喝¢h5hlCtio那，Sll劇＝沌giv8nei血eron血巳  
COntaineror血accolnPan）血gdocuments，eXCePtth8tth8naneDftheproduct，lotidentiBc癒叫and払8  
n8nlea7Idaddressof血81nanufacttLrerOrPa慮er，Shallappearontheconlainer．HoweYer，loti血ndficadotl  
祖d鵬nameand8ddressqf鮎m弧u如佃rorp8Ckagβr甲野b¢持plac¢d吋miden亜∽血nm8止，  

provid由仇atsu虚血釘kis¢王8訂レident清め1βW抽山eac∽mpa如Igdocumelll£．   

8．  METⅡ0Ⅰ）SOFSAMfLINGANDANALYSIS  

SeeC‘）血dJわ7g〃ぬわ叫Ⅴ01um¢13．  
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社団法人 日本国際酪農連盟和訳  

はっ酵乳改正規格案  

（ステップ8に進む）  

1．連用範囲  

本規格は、直接消費もしくは更に加工処理することを目的とした本規格の第2項に示   

した定義に適合するはっ酵乳類に適用される。はっ酵乳類とは、加熱処理はっ酵乳、濃   

縮はっ酵乳及びこれらの製品から成る複合乳製品をいう。   

2．製品説明  
2．1 はっ酵乳  

はっ酵乳とは、乳に対して適切な微生物を作用させることによって凝固（等電点沈   

殿）を伴うもしくは伴わずにpⅡを低下させる発酵によって得られる乳製品をいう。  

乳は、乳から得られる製品から、第3．3項の鹿定に従うように組成調整を受けるかも  

しくは受けることなしに製造してもよい。それらのスターター微生物は品質保持期限  

内において製品中に生存し、活性があり、かつ多数存在しなければならない。発酵後  
に加熱処理をする場合、微生物の生菌規定は適用されない。  

いくつかのはっ酵乳は、発酵に使用きれる以下の特徴的スターターカルテヤ】によ  

って特色付けられる。  

ヨ ー グ ル ト  ：馳管Pわe¢打び地e畑中虚血g及び血cおぉd肋古  
壷伽αedガ8ub8p．血痩射克郎の共生カルチャー。  

カルチャー代替ヨーグルト：β庖一甲わe∂ee侵ぶ地以Ⅶqp虚血ぶ及びあらゆる乳酸悍  

帝展のカルチャー  

アシドフィルスミルク ：ム丘ぐね力点d〃u5a地鳥肋∫  

ケ  フ  ィ  ア ：強力な特定の関連性をもって生育するケフィア粒、  
ムa亡由ムa肋∫点戯，ムeⅣC以‡∂g由仁′ エ丘Cわe∂eβけβ  

及びAceわ血cぬr属の各種微生物群から調製したス  

タrクーカルチャー。  

ケフィア粒は、乳糖発酵性酵母（属フ町叩eβ  
皿肌痴皿頑及び非乳糖発願性酵母（助α通且叩e・ぎ  
比8如肌ち 助ぐd岬eβCe相通ゐe及び  
助cd訂0叩eざegなび杜めの両酵母から構成される。  
エ虔朗わ加地β肋・打ed滋自立b8p．ム面正びタ及び  ク  ー   ミ  ス  

屁7岬♂皿aはて血刀〟β  

上記で規定されている特徴的なスターターカルチャー以外の微生物も加えてよい。  
2．2 洩締はっ酵乳  

淡路はっ酵乳は、発酵の前文は後に、蛋白質が5＿6％以上に増加した発酵乳をいう。   

濃鮪はっ酵乳に臥Stragi＄t叫うらごししたヨーグルト）、Labneb、Ymer及びⅥet七e   

の類の伝統的な製品が含まれる。  

2．3 フレーバードはっ酵乳  

フレーバードはっ酵乳は、乳用語使用に係る一般規格（CODEXSTAN206－1999）の   

第2．3項で定義されている複合乳製品であり、■非乳原料（栄養性及び非栄養性炭水化   

物、果実及び野菜，東夷及び野菜ジュース、ピューレ、パルプ、調製品及びジャム、   

穀物、蜂蜜、チョコレート、ナッツ類、コーヒー、スパイス類及びその他の無害な天   

＿然賦香用食品）及び／又は香料を最大50％（w／w）含む製品をいう。非乳原料は、   

発酵前もしくは発酵後に混合してよい。  
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3．必須成分及び品質要素  

3．1原材料   

・乳及び／又は乳から得られる製品   

・加水還元圭たは組合せ還元の際に使用する飲用水  

3．2 許可庶料   

・無害な微生物（第2項で特定されているものを含む）のスターターカルテヤ∽   

・塩化ナトリウム；及び   

・第2，3項に記載の非乳原料（フレーバードはっ酵乳）  

■ゼラチン及び澱粉：  

－ 加熱処理はっ酵  

－ フレーバードはっ酵乳  

一最終消費者への販売国の国内法観で許可されている場合、プレーンはっ酵乳  

これらの物質は第4項に記載の安定剤／増粘剤の使用を考慮し、GM王〉の聴園内  
で技術的な必要量のみ添加する。これらの物質は非乳原料の添加前文は後に添加  
してよい。  

3．3 組 成  

トクー射．カルチト  

はっ酵乳   代替ヨーデルほぴ  クーミス   

アシドフルスミJ抄   

乳蛋白質a（％w／v）  2．7％以上   2．7％以上   2．7％以上  

乳腺肪（％w／w）   10％以下   15％以下   10％以下   10％以下   

滴走酸度  

（乳酸表示．％w／w）   
0．3％以上   0．6％以上   0．6％以上   0．7％以上   

エタノール  

（％vd／w）  
0．5％以上   

第2．1項で定義さ  

れるスターター微  10了以上   10丁以上   10了以上   

生物（c且Jg、合計）   

表示微生物♭  

くC伽／g、合計）   
106以上   106以上  

酵母（e肘g）  104以上   104以上  

a）蛋白質含量はケルダール法で測定した全室素量に6．38を乗じたものである。  

b）スターターカルチャーの補足として加えた特徴的な微生物（第．2，1項で規定され  
ている以外の微生物）が存在することを表示中で言及する場合に適用する。  

フレーバードはっ酵乳の場合は、はっ酵乳部分に上記の組成基準を適用する。はっ   

酵乳部分の微生物基準については、品質保持期限内において保証する必要がある。こ   

の規定は、発酵後加熱処理した製品には適用されない。  

上記の微生物基準に準拠していることは、ラベル上に記載された保存条件で保存し   

た製品を「品質保持期限日」まで分析検査することによって確認する。  

3．4 製造上の必須の特徴  

濃縮はっ酵乳（第2．2項）を除き、はっ酵乳類の製造において発酵後のホエイ除去は   

認められない。  
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4．食品添加物   

次の真に示した添加物クラスのみ各製品カテゴリーで使用できる。表中で許されてい   

る各添加物クラスについて、鴇げられている個々の添加物を規定されている制限量で使   

用できる。   

コーデックス食品添加物一般規格（COI）EXSmⅣ192Rev．2・1999）の前文の第4．1項   

に従って、フレーバードはっ酵乳中には、非乳原料由来のキャリーオーバーの籍果とし   

て他の添加物が存在しうる。  

はっ酵乳  加熱処理はっ酵乳  

プレーン   ルづl’一トー   プレーン   フト八－－ド   

添加物クラス  

着色料  ×  ×   

甘味料  ×  ×   

乳化剤  ×  × 

香味増進剤  ×  〉く   

酸  ×   ×   ×   

pH調整剤  ×   〉く   ×   

安定剤   ×Ⅰ   ×   ×   ×   

増粘耕   ×1   ×   ×   ×   

保存料  ×   

梱包ガス  ×   ×   ×  

× ＝ この添加物クラスに属する添加物の使用は技術的な正当性がある。フレー  

バード製品の場合は、乳部分の添加物に技術的な正当性がある。  

＝ この添加物クラスに属する添加物の使用には技術的な正当性がない。  
1 最終消費者への販売国の国内法規で許可されており、かつ、加水遠元、観  

令せ還元の場合の使用に限定される。   

5．汚染物算  

木規格の適用を受ける製品軋 コーデックス食品規格委員会が定める汚染物貿の最大   

限度倍及び農薬・勒物用医薬品の最大残留限度値に従うこと。   

6．衛 生  

6．1 本規格の適用を受ける製品は、勧告国際取扱実施規範；食品衛生一般席則   
（CAC／RCpl・1969，Rev．3・1997、食品規格集Ⅴ山melB）の該当項目及び衛生取扱実  

施規範や取扱実施規範等の関連する他のコーデックス文書の骸当項目に準拠して製造  
し、取扱うことを勧告する．  

6．2 本規格の適用を受ける製品は、原材料の生産段階から消費に至る段階まで、いくつ  

かの管理方法（例えば殺菌等を含む）の組み合わせを適用すべきである。これらの管  

理方法は、公衆衛生保藩の適切な水準の達成を示さなければならない。  

6．3 本製品は、食品の微生物基準の設定と適用に関する原則（CAC／GL2ト1997、食品規  
格集VolumelB）に準じて制定される微生物基準に従うぺきである。   

7，表 示  

コーデックス包装食品表示一般親格（CODEXSTANl－1∈鳴らRev．1－1991、食品規格   

集VolⅦmelA）及び乳用詩使用に係る一般境格（CODEXSTAN別）6－1999）の規定に加  

え、以下の特定の規定を適用する。  

7．1食品の名称  

7．1．1食品の名称は適切にはっ酵乳又は浪羅はっ酵乳とすること。  

ただし、これらの名称は、本規格に示したヨーグルト、アシドフィルスミルク、ケ  
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フィア、クーミス、Stragisto、Labneh、Ym’er及びYletteの虎定に適合する製品の  

み、各々の名称と置き換えてもよい。ヨーグルトの綴りは販売国内で適切に行うこと。  

第2項で定義されている「カルチャー代替ヨーグルト」は、rヨーグルト」という  

用語と共に適切な修飾語を使用して名称とすること。選択する修飾語は、正確かつ消  

費者が誤解しないように、製品を製造する既に選択した特定の乳酸梓菌屈カルチャー  

によりヨーグルトにもたらされる性質の変化を嘉すものとすること。性質の変イヒには、   

「ヨーグルト」と単独で称される製品と比較した時の発酵微生物、代謝産物及び／又   

は官能特性の差異が含まれる。官能特性の差異を表す修飾語の例には「皿□d」、「ta刀8y」  

という類の用語がある。「カルチャー代替ヨーグルト」という用語は名称としては適  

切でない。  

上記の特赦的な名称は、（i）本規格の規定に適合し凍結処理された製品、（ii）解凍に   

より妥当な数の特徴的なスターターカルチャーが活性を有する、（通iフローズン製品  

と称され直接消費者に販売される場合のみ、「フローズンj という用語と組合わせて  

使用してよい。  

他のはっ酵乳及び濃縮はっ酵乳は、食品の特性及び同一世について版元国内で聞達  

った印象を与えることがない場合には、製品の販売国の国内法規で規定されている他  

の様々な名称、又は一般的に使用されている現存名称で呼称してもよい。  

7．1．2 発酵後加熱処理したはっ酵乳から得られる製品は、「加熱処理はっ酵乳」と林す  

ること。消費者がこの名称により誤解する場合は、販売国の国内法規で許可されてい  

る名称としてよい。この種の法規が存在しない、又は他の一般的に使用されている名  

称が存在しない国では「加熱処理はっ酵乳」と称すること。  

7．1＿3 フレーバードはっ酵乳の名称には、添加された主要な賦香用物質又は香料の名称  

を組み入れること。  

7．1．4 栄養性炭水化物甘味料のみ添加したほっ酵乳は、「甘味付与00Jと表示してよ  

く、00の部分は第7．1．1項に従って「はっ酵乳」又は他の名称と置き換える。砂糖  

の部分的または全部の代用として非栄養性甘味料を添加した場合は、製品の名称の近  

くに「～で甘味付与」又は「加糖及び～で甘味付与」と記載し、～の部分粟合成甘味  
料の名称を入れること。  

7．1，5 本規格の適用を受け．る名称は、他の食品の一成分として使用されかつ成分の特  

徴が消費者が誤解をしないよう適切に維持されている場合、他の食品の名称、ラベル、  
商業用文書及び広告に使用することができる。  

7．2 乳脂肪含量の明記  

省略することにより消費者が誤解するおそれがある場合、乳脂肪含量は、販売国内   

で最終消費者に受け入れられる（i）重量パーセント又は容量パーセント、又は（法）サー  

ビング数が示されている場合はサービング当たりのグラム数のいずれかの方法で明記  

すること。  
7．3 非小売用容器の表示  

本規格第7項及び包装食品表示一般規格の第4．1項～第4．8項で要求されている情  

報、及び必要ならば保存に関する指示は、容巻上もしくは添付説明書に記載すること。  

ただし、製品の名称、ロット識別、製造業者又は包装業者の名前と所在地は容器上に   

記載すること。ロット識別、製造業音叉は包装業者の名前と所在地は、添付説明書に  
絶したとき、その記号が明らかに設別可能な場合、識別記号に代えてもよい。   

8，分析法及びサンプリング法  

食品規格集Volnme13を参照のこと。  

19   



匡匡妻萱ヨ  

∴l 
j卜≠′～  ㌔

 綾
」
㌔
 
 

∴‥一∴∴∴∴－∴－’・．＼i  

、∴、一・ご   
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平成21年4月8日  

厚生労働大臣 舛添 要一 様   

全国山羊ネットワーク   

代表世話人 今井 明夫  

新潟県三条市楢山229－11  

事務局 鹿児島市東郡元町8－17・401  

中西 良孝気付  

平素から舛添厚生労働大臣にあっては、安全安心な食品行政の推進にお取り組みい  

ただき敬意を表します。   

殺菌山羊乳の乳質基準改正について、以下のとおり要望しますので、格別の御理解  

と特段の御尽力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。   

1 要望内容   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52   

号。以下「乳等省令」という。）に定める殺菌山羊乳の乳脂肪分（3．6％以上）およ   

び無脂固形分（8．0％以上）を現状の実態に即した基準に変更していただきますよう   

要望します。  

また、現時点において基準値の引き下げが困難な場合は、別途、乳脂肪分3．6％   

以下および無脂固形分8．0％以下のカテゴリーを新設していただくように要望しま   

す。  

2 要望理由   

乳等省令制定時における「殺菌山羊乳」の乳脂肪分基準の設定根拠が定かでなく、   

牛乳では乳脂肪分基準が3．6％から3，0％に緩和されましたが、山羊乳の基準見直し   

はなされていません。   

近年、消費者が山羊乳の持つ栄養的特性（①脂肪球が小さくホモジナイズしなく   

ても消化吸収がよい、②牛乳アレルギ」成分がないなど）に注目し、山羊乳が見直   

され、その供給を求められてい嘉す。  

しかしながら、山羊乳生産者が「山羊乳」として販売する場合に「乳等省令」に   

定める「殺菌山羊乳」の乳脂肪分基準（3．6％以上）および無脂固形分（8．0％以上）   

が障壁となり、「殺菌山羊乳」と表示して販売することができない状況にあります。  

このことから、実際には浪じりけのない山羊乳であ っても「殺菌山羊乳」と表示   

できないがために消費者や流通業者等の誤解を招いたり、「殺菌山羊乳」以外の製   

品と明確に区分して販売できない状況にあります。   

乳等省令の基準が見直されることで、適正な表示に基づく流通体制が構築され、   

山羊乳生産者と消費者との望ましい関係を築くことができます。さらには、山羊飼   

養農家の育成や牛乳アレルギーを持つ消費者の健康増進にも寄与するものと期待  
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されます。   

3 全国山羊ネットワークについて   

私たち全国山羊ネットワークは、平成10年に全国の山羊関係者により組織し、   
これまで山羊の普及啓発に関してさまざまな活動を行っている山羊に関する全国   

規模では唯一の組織です（平成20年現在の会員数：個人384名と14団体）。   
具体的な活動としては、毎年「全国山羊サミット」を開催し、山羊の多面的な利   

活用に関する意見交換と関係者の交流を行うとともに、会報「ヤギの友」を年2回   
発行するほか、ホームページ上で山羊に関する情報交換などの活動を行っています。   

4 山羊飼育の状況   

わが国では、かつて約70万頭に及ぶ山羊が飼育され、農村地域における国民の   

貴重な栄養供給源として重要な役割を果たしました。昭和40年代以降、農業近代   
化によって牛乳や豚肉の生産が拡大するに従って山羊の飼育頭数は減少しました。   

一方、国外に目を転ずれば、世界的な食料不足を背景にアフリカやアジアを中心   
に／」＼型草食家畜（山羊等）の飼育頭数が増加傾向になっており、牛飼育頭数を上回   

っています。   

わが国においても人の食料と競合することなく豊富な草を利用して乳や肉を生   

産できる山羊の飼育が見直され、また、牛乳アレルギーや山羊乳独特の風味を好む   
消費者などから山羊乳やその乳製品などの安定供給を求められています。   

加えて、耕作放棄地等の解消手法として山羊放牧が試みられたり、学校教育にお   
いて子供たちの情操教育などにも活用されています。  

山羊は、季節繁殖のため秋に妊娠して春に分娩します。また、山野の豊富な草資   

源を利用して自然で良質な乳を生産できることが特徴です。雨が多く、乾草が作り   
にくい日本の気象条件下であっても放牧や刈り取った生草を給与することで「山羊   

乳」を生産できます。   

現状の山羊飼育の多くは、中山岡地農業の複合部門としての生産が主体ではあり   
ますが、一部には独立した畜産経営を指向する農業者も増えています。   

近年、有機農業や資源循環型農業の重要性が理解されて来ましたが、そうした環   

境共生型の農業を推進するためにも山羊飼育の普及と山羊乳の生産拡大を図って   

いく必要があると考えます。   



‾三亘産室主  
●－  

－、 ∵；∴．∴′二  

策〃招雄板絹  

平成21年4月15日  

殺菌山羊乳の成分規格改正に関する要望書  

厚生労働大臣   

舛 添 要 一 様  

i   

東京都文京区湯島3丁目20番9号  

社団法人 畜産技術協会  

会 長 山 下 喜 弘   

当協会は、畜産に関する技術の振興や海外技術協力への支援等を主な目的とし、種々  

の事業を実施している特例民法法人でありますが、併せて、めん山羊についても定款に  

「緬羊及び山羊の飼育の普及促進、登録及び改良増殖並びに生産物の処理普及」をその  

業務として掲げ、山羊の振興のための各種の事業を行っている全国団体であります。   

先般来、当協会の山羊関係の構成会員の多くから、厚生労働省で定められている「乳  

及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52号。以  

下、「乳等省令」。）」の殺菌山羊乳の成分規格のうち、乳脂肪分の数値は高すぎて、生産  

の実態にそぐわないため、生産物をそのまま山羊乳として販売できないので、その改訂  

を要望してほしい旨の強い要請が出されております。   

っきましては、乳等省令の殺菌山羊乳の成分規格から乳脂肪分を削除する、あるいは、  

現行の「3．6％以上」の数倍の大幅引き下げ（例えば米国FDAが定めている乳脂肪  

分2，5％以上、無脂乳固形分7．5％以上への引き下げ）を要望します。  

（要望の背景：〉  

（1）我が国の山羊飼養頭数は、昭和32年には67万頭を数え、山羊乳は、販売目的   

ではなく、自家消費中心に利用されていた。その後、山羊の飼養頭数は、社会情勢   

の変化により大幅に減少し、平成19年には1万5千頭に減少したが、山羊乳は牛   

乳アレルギー疾患者も飲用できるなどの特長があり、健康食品として安定的な供給   

を望む声があることから、近年、多頭数の山羊を飼養し、産業として山羊乳の生産   

・処理加工・販売を指向する動きが起きている。  

（2）しかしながら、山羊は、給与飼料等の変化や個体差による乳脂肪分等の変動が大   

きく、夏季には乳脂肪分が2％未満となる例があるなど、現行の「殺菌山羊乳」の  

－1－   



成分規格の水準を年間を通じて維持することは、非常に困難である。  

（3）このため、生産者は、山羊乳100％の乳であっても、「殺菌山羊乳」ではなく、   

乳脂肪分等の基準のない「乳飲料」等として販売を行うような状況にある。  

（4）乳等省令の改訂が行われれば、山羊の特色や地域の未利用草資源を活用した山羊   

乳特産品の生産等、地域振興の一助となることも期待される。  

ー2－   



山羊乳に関する現況  

1． 日本における成分規格の現況   

生山羊乳   ：比重（150cにおいて）  

酸度（乳酸として）  

細菌数（直接個体鐘検法で1mL当たり）   

殺菌山羊乳 ：無脂乳固形分  

乳脂肪分  

比重（15℃において）  

酸度（乳酸として）  

細菌数（標準平板培養法で1mし当たり）  

大腸菌群  

1．030～1．034  

0．20％以下  

400万以下  

8．0％以上  

3＿6％以上  

1．030～1．034  

0．20％以下  

50，000以下  

陰性  

2． 海外における成分規格の現況（無脂乳固形分、乳脂肪分、比重、酸度に  

限る）  

（1）米国： 乳脂率2．5％以上、無脂乳固形分7．5％以上  

（2）EU、コーデックス基準、国際酪農連盟基準：なし  

3． 牧場などのデータ  

（1）（独）家畜改良センター 長野牧場のデータ（別添1参照）  

平成了年～之0年に、個体毎の乳脂率、無脂乳固形分を測定しており、基  

準値3．6％を下回る個体の割合を示している。  

（2）沖縄県 羽衣牧場のデータ  

平成18年度、月1回．、集合乳を測定  

乳脂率（％）  

10月11月 12月 1月 2月 3月  
l，96 2．59 3．35 3．28 3，23 3．21  

4月  5月  6月 了月 8月 9月  
2．58 2．20 1．72 2．13 1．85 2．00  

平均：2．51±0．62  

無脂乳固形分（％）  

4月   5月  6月 7月 8月 9月  
7．83 了．71 7．32 7．39 7．46 7．3了  

10月11月 －12月  

7．39 了．89 8．26  

1月 2月 3月  

8．10 7．7了 7．69  

平均：7．68±0．31  

（3）るり渓やぎ農園のデータ（別添2参照）  

平成20年4月～21年3月、一部期間を除きほぼ毎日、集合乳の比重、  

酸度、細菌数を測定。  

（4）クロアチア ザグレブ大学獣医学部のデータ  

無脂乳固形分（％）  

7．42±0．45  

7，66±0．65   

乳脂率（％）  

アルパイン種1．85±0＿5  

ザーネン種  2．10±0．23  
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生乳の測定データく（有）るり渓やぎ農園）  

（測定期間：2008年4月1日より2009年3月31日）  

比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／mI）  処理日付処理量㍑  比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／ml）  処理日付処理量㍑  
140  

150  

120  

8D  

120  

88  

98  

120  

110  

81  

110  

130  

200  

260  

130  

120  

160  

62  

100  

140  

92  

130  

310  

150  
g8  

7月25日  53 1．031  0．10％  

7月26日  36 1．030  0．09％  

7月28日 31 1．030  0．09％  

7月29日  31 1．030  0．10，8  

7月31日  5D l．031  0．†0％  

4月1日  25 1．033  
4月2日  31 1．033  
4月3日  44 1．033  
4月4日 20 1．032  
4月5日  37 1．033  
4月7日  20 1．D33  
4月8日  48 1．033  

4月11日  61 1．033  
4月12日 27 1．033  
4月14日 20 1．033  
4月†5日  24 1．033  
4月18日  63 l．033  
4月25日  57 †．033  
4月26日  20 1．032  
4月29日  21 1．033  
4月30日  27 1．032  
5月2日  40－1．D32  
5月3日 33 1．032  
5月う日  21 1．031  
5月6日 39 1．032  
5月9日  57 1．032  

5月10日  28 1．032  
5月12日  2了．1．033  
5月13日  23 1．032  
5月16日  82 1．．032  
5月17日  47 1．D31  
5月19日  20 1．032  
5月20日  2ヰ 1．031  
5月23日  86 1．031  
5月26日  22 1．031  
5月27日  20 1．031  
5月30日 79 1．032  
5月31日  32 1．032  
6月2日  21 1．031  
6月3日  33 1．032  
8月6日  96 1．032  
6月7日  39 1．031  
6月9Ⅰ］ 20 1．031  

6月10日  31 1．D31  
6月13日  96 1．032  
6月14日  30 1．032  
6月16日  了1 1．032  
6月17日  20 1．031  
6月20日  95 1．031  
6月21日  34 1．030  
6月23日 25 †．031  
8月24日 20 1．031  
6月27日  74 1．03†  
6月28E1 38 1．031  
6月30日  20 1．031  
7月1日  35 1．D31   
7月3日  25 1．031  
了月4日 了3 1．030  
7月5日 30 1，031  
7月8日 25 1．030  

7月11日  76 1．03†  
了月14f］ 25 1．0さ0  
7月15日  20 1．030  
了月18日  了8 1．080  
7月19日  28 1．030  
7月20日  26 1．030  
7月24日  20 1．030  

0．11％  150  

0．11％  230  

0，11％  110  

0．12％  110  

0．12％  100  

0．12乳  83  

0，11％  60  

0．11％  Z30  

0，11％  140  

0．10％  60  

0．11％  68  

0．11％  160  

0．11％  92  

0．10％  71  

0．10％  69  

0．12％  64  

0．11％  98  

0．12％  13（〕  

0．10％  71  

0．11％  62  

0．11％  62  

0．11％  60  

0．10％  66  

0．10％  79  

0．09％  150  

0．Tl％  190  

Q．11％  170  

0．†1％  94  

0．10†‘  77  

0，丁†％  96  

0．10％  130  

0．10％  180  

0．11％  60  

0，Tl％  130  

0．11％  130  

0．†1％  170  

0．10！i  ZlO  

O．10％  130  

0．10，i  83  

0．11％  84  

0．10％  110  
0．10％  86  

0．10，i  230  

0．10％  140  

0．1D，i  150  

0．10％  60  

0．10％  110  

0．10％  71  

0．10％、  75  

0．10，i  99  

0．09％  79  

0．10％  100  

0．09％  110  

0．10％  110  

0．09％  2DO  

O．10％  160  

0．09％  200  

0．09％  110  

0．08％  150  

0．09？i  90  

0．0馴も  140  

0．09％  100  

8月1日 19  
8月2日  27  
8月3日  22  
8月7日  53  
8月8日  ZO  
8月9日  30  

8月12日  23  
8月14日  50  
8月18日  28  
8月19日  27  
8月21日  51  
8月22日  22  
8月23日  30  
8月24日  46  
8月25日  50  
8月29日  20  
8月30日  31  
9月1日  25  
9月2日  20  
9月4日  40  
9月5日  35  
9月8日  29  

1．030  0．10％  

1．030  D．tO％  

1．030  0．09％  

1．031  0．08％  

1．030  0．08％  

1．031  0．09％  

1．030  0．10％  

1．030  0．09％  

1．031  0．10％  

1．030  0．09％  

1．032  0．09％  

1．031   0．10，ら  

1，030  0．10％  

1．031  0．10，も  

1．032  0．09％  

1．031  D．10，ら  

1．030  0．09％  

1．031  

1．030  

1．081  

1，030  

1．030   

0．09％  

0．09％  

0．10％  

0．09％  

0．09％  

0・q9％  

0．09％  

0．11％  

0．09％  

0．099i  

O．08％  

0．】0％  

0．10％  

D．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09！i  

O．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09％  

0．09，i  

O．09％  

0．09％  

0．TO％  

D．09％  

0．10％  

0．09％  

0．10％  

0．09％  

0．09％  

0．08％  

0．09％  

0．Og％  

0．09％  

…
3
8
0
網
棚
1
4
0
1
3
。
6
9
引
潮
1
1
0
 
 

9月7日  39 1＿030   

9月8日  37 1．031   

9月9日  38 1．031  
9月11日  38 1．030  
9月12日 37 1．030  
9月13日  25 1．030  
9月14日  37 1．031  
9月15日  39 1．031  
9月16日  37 1．D30  
9月18日  37 1，030  
9月19日  38 1．030 920日  30 1 

月   ．030  
9月21日  35 1．032．  
9月22日  40 1．031  
9月2さ日  32 1．031  
9月25日  35 1．D31  
9月26日  34 l．030  
9月27日  26 1．030  
9月28日 11 1．032  
9月29日 ■33  丁．032  
9月30日  34 1．031  

10月2日  37 1．032  
10月3日  32 1．D30  
10月4日  23 1．031  
10月8日  26 1．032  

10月9日  3】 1．032  
10月10日  32 1．030  
相月11日  2（〉 1．031  
10月13日  26 1．032  
10月14日  20 1．033  
10月17日  20 1．032  
10月18日  29 1．032  
10月19日  33  t．032  
10月20日  31 1．032  
1呼声1日 291・032  

92  

140  

丁3  

51  

120  

71  

150  

110  

了5  

83  

‖0  

68  

64  

96  

150  

130  

210  

88  

170  

290  
84  

180  

96  

230  
130  

130  

96  

上  

－ 
－   



比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個ノmt）  処理8付処理量㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／mり  処理日付処理量㍑  
9日 12 1，033  10月24日  

10月25日  

10月26日  

10月27日  

相月28日  

10月31日  
11月1日  

11月3日  

34  1．032  0．10％  

23 1＿032  D，09％  

25  †．032  0．09％  

24  1■032  D．11％  

26  l．033  0＿11％  

18  1．033  D．10％  

27  1．032  0．09％  

25  1．032  0．10覧  

0．1用  320  

0．11％  230  

0，12％  260  

0．†3％  320  

0＿09％  330  
0．14％  190  

0．11％  34（）  

0．13％  320  

0．11％  360  

0．11％  290  

0．11％  290  

0．11％  260  

D＿12％  320  

0．13％  290  

0，14％  21D  

O．11％  240  

0，11％  170  

D．13％  220  

0．11％  210  

0．12％  220  

0．13％  170  

0．13％  190  

0．11％  130  

0．13％．  190  

0．10％  200  

0．12％  84  

0．10％  56  

0，11％  66  

0．11％  170  

D．10，i  llO  

O．TO％  150  

0．10％  290  

0．12！i  llO  

O．13％  73  

0．11％  68  

0．11％  60  

0．11％  140  

0，10％  210  

0．13％  1フ0  

0．11％  190  

0．11％  310  

0．109i  71  

0．10％  56  

0，1†％  1TO  

O．09％  160  

0．13％  320  

0．11％  360  

0．11％  290  

0．】1％  29D  

O′11％  260  

0．12％  320  

0．13％  290  

0．149；  210  

0．11％  24D  
O．11％  170  

0．13％  220  

0．11‰  210  

0．12％  220  

0．13％  170  

0．柑％  190  

0．11％  130  

0．13篤  190  

0．10％  200  

0．12％  84  

0．10％  56  

0．11％  66  

0．11％  170   

1月10日‘10 1．033  
1月11日 10 †，034  
1月12日  8 1．033  
1月13日  9 1．033  
1月14日  8 1．033  
1月15日  8 1．033  
1月16日  8 1．033  
1月17日  了 1．033  
†月18日  7 1．034  
1月19日  了 1．034  
一月20日  6 1．034  
1月21日  9 1．032  
1月22日  6 1▲034  
1月23日  7 1．033  
一月24日  8 1．034  
1月25日  8 1、034  
1月26日  6 1、033  
1月27日  7 1．033  
1月28日  7 1．034  
1月30日  8 1．031  
1月31日 10 1．033  
2月1日 10 1．034  
3月3E】 18 1．034  
3月4日 18 1．034  
3月6日 14 1．034  
3月7日 12 1．033  
3月10日 16 l，034  
3月11日 10 1．032  
3月12日 13 1．033  
3月13日 14 1．032  
3月14日 17 1．033  
3月16日 13 1．033  
3月17日 ．16 1．033  
3月18日  22 1．034  
3月19日  25 1．033  
3月20日  25 1．033  
3月21日  30 1．033  
3月22日  34 1▼D33  
3月23日  25 1．034  
3月24日  20 1．033  
3月27日 19 1．033  
3月Z8日  2了 1．033  
3月3（）日  25 1，033  
3月31日  32 1．033  
1月柑日  8  l．033  
1月17日  7 1．033  
1月18日  7 1－034  
1月19日  7 1．034  
1月2ロ日  6 1．034  
1月21日  9 1．032  
1月22日  6 1．034  
1月23日  7 1．033  
1月24日  8 1．034  
1月25日  8 1．034  
1月26日  6 1，033  
1月27日  7 1．033  
1月28日  了 1．034  
1月30日  8 1．031  
1月31日 10 1．033   
2月1日 10 1．034   
3月3日  柑 1．034   
3月4日  柑 1．034   
3月6日  丁4 1．034  
3月7日 12 1．033  

3月10日 16  

辟‖日10二  

11月4E】 20 1．032  0．09％  

11月6日  27 1．033  D．09％  

11月7日 か 1＿033  0．09％  

11月8日 24 1．032  0．09％  

11月10日  21 1．033  0．09％  

11月17日  25 1．033  0．09％  

11月†2日  22 1．032  0．10％  

11月ほ日  27 1．033  0，09％  

11月川日  28 1．032  0．09％  

†1月15日  26 1．030  0．柑％  

11月17日  26 1．033  0．09ウ乙  

11月18日  24 1，032  0．09％  

11月19日  25 1．033  0．09％  

11月20日  24 1．033  0．D9％  

11月21日  20 1．032  0．09％  

11月22日  25  
】1月23日  24  
11月24日  22  
】1月25日  20  
11月26日  之ユ  

】1月27日  22  
＝月Z8日  21  
11月29日  24  
12月1日  20  
12月2日 17  
12月3日  20  
12月4日  24  
12月5日  20  
12月6日  21  
12月8日 19  
12月9日 19  

12月10日  20  

1．033  0．09％  

1．032  0．09％  

1．032  0．09％  

1．032  0．08％  

1，083  0，09％  

1．032  0．09％  

1、032  0，099孟  

1．033■  0．09，i  

l．032  D，10％  

1．032  0．09，島  

1．D31  0．09％  

1．033  0．11％  

1．033  0．10％  

1．033  0、10％  

1＿033  0．11％  

1．033  0、11％  

1．032  0．10％  

12月11日  柑 1．033  0．10％  

12月12日 17  
ほ月13日 15  
12月14日 14  
1之月15日 1了  
12月16日 17  
12月17日 †7  
12月柑日 17  
12月19日 17  
12月20日 17  
12月21日 18  
12月22日 16  

1．032  0，10％  

1．033  0．09％  

1．034  0．12％  

1．033  0．12％  

1．032  0，ほ％  

1．034  0．12％  

1．0こ】4  0．1丁％  

1．033  0．11％  

1．033  0．09％  

1．D33  0．1D％  

1．034  0．12％  

12月23日  

12月24日  

12月25日  

12月28日  

12月29日  

12月30日  

12月31日  

17  1．034  0．1†％  

15  1．033  0．13％  

14  1．033  0．13％  

17  1．034  0．13％  

14  l．033  0＿11％  

1ヰ  1．033  0．11％  

13  1．034  0．12％  

1月1日 15 1．034  0．12％  

1月2日 13 1．034  0．12％  

1月3日 14 1．033  0．12％  

1月4日 16 1．034   〔）．12％  

1月5日 12 1．033  0＿12％  

1月6日 13 1．033  0．†1％  

1月7日 13 l＿034  0．11％  

1月8日 10 1．033  0．12％  



山羊の乳量、乳質における個体差とそれらに影響を及ぼす要因  

全国山羊ネットワーク世話人 藤田 優  

（独立行政法人家畜改良センター十勝牧場）  

山羊において乳量及び乳質（乳成分）における個体差（変異）は明らかに見られ、その要因とし  

ては遺伝性のものと飼料・栄養的なものの2つが考えられる。以下にこうした要因について概説し、  

今後の山羊の改良や飼養管理を改善していく方向について提言する。   

1．遺伝的要因  

（1）乳量及び乳成分に関する遺伝   

山羊において乳量、乳成分について一定の遺伝性があることは既に知られており、表1．のと  

おり各形質の遺伝率は申～高程度の遺伝率（かなり遺伝的な要素がある）であることが分かって  

いる。すなわち乳量や乳成分はこれらに優れる個体を選抜、利用していくことで改良できる形質で  

ある。  

表1．山羊における乳関連形質の遺伝率  

形 質   遺伝率   

年間泌乳量   0．36～0．64   

乳脂率   0．32一〉0．62   

乳タン／くク率   0．59   

乳糖率   0．38  

資料「Goat FamingJAlan Mowlen著  

（2）乳量と乳成分の相関   

こうした乳量、乳質の改良については乳牛の世界では非常に情報も多く、世界的な規模での能  

力評価や後代検定によってめざましい進展が遂げられている。種牛の選抜については、乳量、乳  

成分だけに止まらず、体型（肢蹄や乳房も含む）についても配慮したNTP（総合指数）に基づき行  

われている。しかし、この指数を算出する中で乳量と乳脂率、乳タンパク率、SNF（無脂固形分）  

率との相関を見ると表2．のとおり負の相関、すなわち乳量を増やすことに去って、字L確率、乳タン  

パク率、SNF率が低下、すなわち改悪されてしまうことが分かっている。  

蓑2．乳量と乳成分率の相関  【参 考】  

－0．4～－0．5  

中程度の相関  

－0．6以上  

高い相関  

形 質   相関係数   

乳 脂 率   －0．43   

乳タンパク率   －0．53   

SNF 率   －0．46  

資料「日本ホルスタイン登録協会」  

これは当然のことで乳成分の相当部分を占める水分の増加のスピードと脂肪、タンパク質、乳  

糖の乳腺内での変換・生産スピードが異なっており、乳量が増加すればそれだけ乳成分の増加  

が追いつかずに薄められてしまい、乳成分率が低下してしまうということである。  

このことは山羊においても当てはまり、すべてというわけではないが相当の個体において乳量の  

多い個体は概して乳成分率が低くなる傾向があり、乳量に個体差があるということが、乳成分率   



に個体差がを生じさせているのだとも言える。   

これを裏付けるデータとして表3．のとおり独立行政法人家畜改良センター長野牧場（以下「長  

野牧場」）における2回搾乳における朝と夕の乳量及び乳脂率を見てもこの関係は明らかであり、  

個体別に見ても全ての個体において搾乳間隔が短い夕乳の乳量は朝乳より少ない一方で、乳脂  

率は夕乳の方が朝乳より高くなっている。  

表3．朝乳と夕乳の乳量、乳成分率の違い  

項 目   乳 量   乳脂率   

朝 乳   2．08kg   2．96％   

夕 乳   0．77kg   4．77％   

計   2．85kg   3．40％  

資料「長野牧場（H19；4－11月）」  

（3）品種による乳量、乳成分の差   

乳牛の世界ではホルスタイン種は乳量が多い一方で、ジャージー種は乳量はホルスタイン種  

には及ばないが乳成分率（乳脂率、乳タンパク率等）が高いという品種差があることが広く知られ  

ている。   

山羊においても同様であり、牛のホルスタイン種に相当するザーネン種（国内の乳用山羊はほ  

とんどが抑乳硬分率がやや低し、という特徴が  

あり、一方牛のジャージー種に相当するヌビアン種では乳量ではザーネン種等には劣るが乳成分  

辛が高いという特徴がある。これは表4．におけるアメリカにおける2006年の品種別の乳質検査  

結果からも明らかである。  

また、このアメリカの乳質検査結果について過去のデータと比較してみると、ザーネン種では20  

01年には受検頭数797頭で、平均乳量854．6kg、乳脂率3．61％、乳タンパク率3．03％であ  

るの対して、2006年では、乳量が111．1kg増加している一方で乳脂率は0．32ポイント、乳タ  

ン／くク率は0．12ポイント低下している。これらのデータからも1．（2）で示した乳量と乳成分率が  

負の相関にあることが分かる。  

表4．アメリカにおける山羊の品種別乳質検査成績（2006年）  

品 種   牧場数  検査山羊   乳 量   乳脂率  乳タンハ○ク率  

頭数   （kg）   （％）   （％）   

ザーネン種   35   983   965．7   3．29   2．91   

トツケンブルグ種   26   297   797．0   3．19   2．74   

ヌビアン種   83   1．202   660．0   4．53   3．58   

（4）我が国における山羊の改良  

我が国における乳用山羊、すなわちザーネン種における改良の推移を見ると、乳量について  

は、、単純に重量や容積を量るだけで情報が得られ、乳成分のように分析の必要がないことから、  

全国レベルで改良が着実に進められてきており、表5．の家畜改良増殖目標のとおり着実に成果  

があがってきているものと考えられる。  

表5．家畜改良増殖目標の推移  

靂  一 ．サ1   



＼■  

公表年   目標乳量   

1962   300kg以上   

1969   300kg   

1975   400kg以上 

1980   480kg以上   

198888 520kg   

1996   580kg   

L 2000 560kg  

国が定めるこの目標において乳量以外に定められているのは泌乳期間や体型のみであり、製  

産分に関する目標は設定されてきてい妙。つまり国としては乳量の向上にしか政策誘導してき  

ていないのである。   

この結果、もともと乳量タイプで乳脂率の高くないザーネン種において乳量だけを指標lこ改良が  

豊郷こ乳成分率は低下してし辛ったものと考えられる。   

2．飼料、栄養学的要因  

（1）粗飼料   

遺伝的背景以外にも飼料や栄養バランスにより乳量や乳成分率が大きく影響を受けることは乳  

牛や山羊をはじめとする反翁動物の世界では知られている。一般的には反翁動物は消化やエネ  

ルギー代謝のメカニズムがヒトやブタといった単胃動物とは異なっており、繊維やデンプンといっ  

た炭水化物は反翁胃内で微生物（原虫や細菌）によって分解され揮発性脂肪酸（VFA）として反  

翁胃から直接吸収し、これらから乳成分を作成しているのである。   

乳脂肪については、乳腺細胞で合成されるが、そのうちの50％は摂取した牧草や乾草といっ  

た繊維分が分解されてできる酢酸や酪酸から合成されるもので、残りは飼料中の脂肪や体脂肪  

が利用されている。  

このため、粗飼料給与量が乳脂率に与える影響は大きく、山羊に対して乳脂肪の原料となる繊  

維分の多い牧草や乾草等の粗飼料給与量が少なく、卿旨肪  

卿ことが知られている。   

（2）群飼や飼料に対する嗜好性の差による摂取飼料の差   

山羊については、まだまだ乳牛のように全国続一的な飼養管埋方法や飼料が確保されている  

わけでなく、また乳生産を目的とした比較的規模の大きな農家では個体管理も十釧こ行われずに  

群飼で飼われていることが多い。このことによって、それぞれの山羊の嗜好性による飼料の選び  

食いが生じるとともに、乳量が多いが性格が大人しい個体と乳量が少ないが気性が激しい個体と  

の問で摂食量や栄養水準t卿こ  
個体差を生じさせているものと考えられる。  

（3）季節的要因   

2（1）のとおり、粗飼料の摂取は乳脂率向上にとって不可欠であるが、軍期には粗飼料の摂取  

量卿旨率低下の原因ともなっている。この理  

由としては、そもそも活発な代謝活動である「泌乳」を行うこと自体が熟発生草生じるものであるの  

に加えて、粗飼料の摂取は体熱が多く発生させるために山羊が夏期にはあまり食べたがらないこ  
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とがあげられる。この鵜飼料が熟発生を起こすというメカニズムは、粗飼料が濃厚飼料に比べて  

消化性が低く、反翁等の消化の過程で活発な消化器官の運動や微生物の活動を必要とし、摂食  

により体内に熟を多く発生させる（熱量増加が大きい）ことによっている。   

3．乳成分基準見直しの必要性   

我が国における山羊の改良については改良増殖目標において乳量のみにスポットを当てて改  

良に取り組んできた結果として乳成分率の低下を招いたものと考えられる。このため平成22年度  

に制定される予定の次期改良増殖目標に乳成分率の向上について何らかの対策を織り込むべき  

であると考えられる。   

しかしながら、産業として採算ペースに乗せるためには乳量を上げることが当面最優先課題で  

あるため、これが乳成分率低下を進めてしまう可能性があることや、既述のとおり負の相関のあ  

る形質を同時に改良していくためには相当数（牛では数十万件）のデータ収集やそれらに基づく  

指数（乳成分率を低下させないよう乳成分に重みをかけたもの）の制定が必要となる。このため、  

昼享邸計咽は難しく、現状においてデータ収集やそれらを分析していくだけの産業  

基盤を山羊に望むことは無理である。   

栄養面や夏場の飼養管理技術についても今後大幅に改善していく必要があるが、遺伝的改良  

同様に野草や未利用資源を活用した飼養形態や北海道から沖縄にわたるなど飼養地域が多様  

な山羊飼養について、短期間での改善は難しい状況にある。  

このため、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（いわゆる「乳等省令」）に定められる乳脂  

肪率3．6％以上については長野牧場及びアメリカにおけるデータに基づき実態に沿った数値仁  

車重する必要があると考えられ、その場合に以下の数値が参考になるものと考えられる。  

◆長野牧場における年間平均乳脂率  3．4％  

◆アメリカにおける年間平均乳脂率  3、2～3．4％  

◆長野牧場における夏期の乳脂率低減率  ▲8％（対平均芋川旨率）  

あえてこれらの数値から考えると、少なくとも塾抑、それ以下が妥  

当な数値ではないかと考えられる。SNF率について蛙、栄養学的要因は若干異なるが、乳脂率  

同様に長野牧場の年間平均SNF率が7．06％であり、夏場の低減率が▲6％であることから旦  

鱒些下が妥当だと考えられる。   

【参考】   

アメリカにおける乳成分に関する基準は「軍L脂率㌢5％以上、SNF率7．5％以上」となってい  

る。その根拠としては、①山羊においては多様な品種が存在す与ことと、②山羊は飼養規模が小  

さいため、牛乳のように乳脂率等の高いバルクと乳脂率等の低い′くルクを混合することで塾盛会  

を調整することが困難である等の理由から、季節変動や農家による差をある程度力／トできる低  

めの基準を設定しているのである。  
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山羊乳における比重及び酸度に係る基準について  

全国山羊ネットワーク世話人 藤田 優  

（独立行政法人家畜改良センター十勝牧場）  

山羊乳の比重及び酸度については乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「乳等省  

令」という。）においてそれぞれ1．030～1．034（150c）及び0，20％以下（乳酸として）として基  

準が定められている。この基準が現状にそぐわないのかどうか、また見直す必要があるのかどう  

かについて以下に検討する。  

1．比 重  

（1）測定の目的及び測定方法   

比重が基準として設けられている理由としては幽」で  

ある。すなわち通常の乳の比重は非常に安定トていて、通常の飼育において基準範囲から外れ  

るということはまずあり得ないのに対して、水（比重1．000）等で薄めたりした場合には比重が下  

がるとし、うことを利用して違法行為を発見するというものである。この比重の測定法としては15℃  

の乳（他の温度で計測の場合は補正表を利用）を牛乳比重計（浮ひよう式）にて計測する。  

乳等省令における比重の基準  

ホルスタイン種等牛乳   1．028′〉1．034   

ジャージー種牛乳   1．028′〉1．036   

◆山羊乳   1．030■〉1．034  

このほかの特殊なケースとしては初乳が混ざっていると比重が高くなるということがある。初乳  

の比重は1．060以上とも言われ、分娩後5日以内の初乳の販売は乳等省令（別表）において禁  

じられている。  

（2）基準緩和の必要性   

目的に述べたとおり、比重に関する基準については、水により乳を薄める（特殊な例として分娩  

5日以内の初乳を出荷する）といった違法行為を取り締まる目的で定められたものである。  

一般的に乳の比重は組成、特に乳脂量によって変動するが、成分率が比重に与える影響はごく  

わずかであり、また、1頭ごとにデータを採るものではなく、乳業メーカーが農家単位でチェックす  

るという性格のものである。さらに、国内において山羊乳が比重の基準に合わず販売できなかっ  

たという事例もない。  

従って、山羊乳における比重の基準については現状のままで良いものと考えられるが、牛乳に  

比べて基準の範囲が狭いという理由が不明確であることから、下を1．030から牛乳同様の1．0  

28に下げることが望ましい。  

2．酸度   



（1）測定の目的及び測定方法  

酸度とは乳中の酸（主として乳酸）の量を示すもので、酸度が基準として設けられている理由とし  
ては、乳の保存期間中に細菌により酸（主として乳酸）が生産され、酸度が上昇することを利用し  

て「乳の新鮮度を確認するため」と考えられる。この酸度の測定は水酸化ナトリウム（NaOH）との  

中和適走した値で示←、新鮮乳は通常0．15～0・18％と言われる。  

乳等省令における酸度の基準  

ホルスタイン種等牛乳   0．18％以下   

ジャージー種牛乳   0．20％以下   

◆山羊乳   0．20％以下   

（2）基準緩和の必要性  

酸度については固形分含量くタン′くクと無機塩）により影響されると言われるが、その影響はあ  

まり大きくなく、基準の目的で述べたとおり細菌による影響が大きいことから乳の新鮮度を確認す  

るための品質管理指標とも考えられる。また、酸度については細菌数とは異なり1頭ごとにデータ  

を採るものではなく、乳業メーカーが農家単位でチェックするという性格のものである。  

さらに今まで山羊乳が酸度の問題で販売できなかったという事例も夏期の保管・輸送状態が悪  

かった場合等原因のはっきりしている場合に限定されている。  

従って、山羊乳における酸度の基準については現状の牛乳と同レベルのままで良いと考えられ  

る。  
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型卿可）  
0．1D％  110  

0．10％  150  

D．10％  290  

0．12％  110  

0．13％  73  
0．11％  68  

0．1†％  60  

D＿11％  ‖0  

0．10％  210  

0．13％  け0  

0＿11％  190  

0．11％  310  

0．10％  了1  

0．10％  56  

D．11％  110  

0．09％  160  

処理日付  
3月12日  

3月】3日  

3月14日  

3月16日  

3月17日  

3月18日  

3月19日  

3月20日  

3月21日  

3月22日  

3月23日  

3月24日  

3月27日  

3月28日  

3月30日  

3月3】日  
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琶周到  

サルモネラ試験法   



サルモネラ属菌標準試験埠   

1．試験法の概要  

試験試料25gをストマッキング袋等に無菌的にとりわけ、BPW   

225mlを加え、ストマッカーなどで均質化し、培養する。その培養   

液の一部をRV培地とTT培地で選択増菌培養後、2種類の分離寒天   

培地（硫化水素産生性で検出する培地と硫化水素産生性に関係なく   

サルモネラを検出する培地、’それぞれ1種類）に塗抹培養し、集落   

の産生を検討する。サルモネラと疑われる集落3個をTSI寒天培地   

およびLIM培地に接種し、生化学的性状の確認を行う。さらに、抗   

0血清による凝集反応により0抗原の血清型別を実施してサルモネ   

ラ属菌と確定する。   

2．使用器具、装置  

①滅菌ハサミ  

②滅菌ピンセット  

③滅菌装置  

④ストマツカー  

⑤ストマッキング袋  

⑥三角フラスコ   



（D自動秤量分注装置または秤量器  

⑧pH計   

⑨滅菌ピペットまたはマイクロピペットと滅菌チップ   

⑲メスシリンダー   

⑪小試験管   

⑫中試験管   

⑬試験管立て   

⑭白金耳   

⑮高圧蒸気滅菌器 （滅菌のインジケーター必要）   

⑱乾熱滅菌器 （滅菌のインジケーター）   

⑰恒温槽または恒温水槽（35±1℃と42．0±0．5℃の制御）   

⑱滅菌シャーレ  

3．培地、試薬および抗血清  

①前増菌用培地緩衝ペプトン水（BPW）：加温溶解後、121℃で  

15分間滅菌する。  

②選択増菌用培地  

Rappaport－Vassiliadis（RV）培地：加温溶解後、10mlずつ中  

試験管に分注し、115℃、15分間滅菌する。作製後は冷蔵庫で数  
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週間保存可能。  

Tetrathionate（TT）培地：沸騰まで加温混和後、45℃以下に  

冷却する。ヨウ素溶液20mlを培地1Lに加え、よく授拝する。さ  

らに擾拝しながら、10mlずつ滅菌中試験管に分注する。TT  

基礎培地は作製後冷蔵庫で保存可能であるが、ヨウ素溶液添加  

後には作製当日に使用のこと。   

③′分離寒天培地  

硫化水素の産生により判定する培地：MICB、DHLとⅩLDか   

ら1種類。使用説明書に従って作製。  

硫化水素産生、非産生によらずサルモネラと判定する培地：  

BGS（ブリリアントグリーン＋スルファビリジン）、CHS（クロモ  

アガーサルモネラ）、ESII（ESサルモネラ寒天培地ⅠⅠ），SM2  

から1種類。使用説明書に従うて作製。   

④確認用培地  

TSI（TripleSugarIron）寒天培地：加温溶解後、′ト試験管に  

分注、121℃で15分間滅菌し、高層斜面とする。  

LIM（LysineIndo 

に分注、121℃で15分間滅菌し、高層に固める。  
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⑤0群別確認血清  

サルモネラ免疫血清0多価、01多価および0群血清   

⑥生化学的性状確認培地と試薬等  

シモンズクエン酸ナトリウム培地：加温溶解後、小試験管に分  

注、121℃で15分間滅菌し、斜面とする。   

VP半流動培地：加温溶解後、′ト試験管に分注、121℃で15分間   

滅菌し、高層に固める。   

インドール試薬   

VP用試薬   

チトクロームオキシダーゼ試験用ろ紙  

ONPGディスク   

マロン酸塩培地：加温琴解後、小試験管に分注、121℃で15分   

間滅菌する。  

4，試験手順  

1）前培養増菌   

（DBPW’を約35℃となるよう温めておく。  

■②試料25gにBPW225mlを加え、1分間ストマッカー処理す  

る。  
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③35±1℃、22±2時間前増菌培養す卑。   

2）選択増菌培養  

①RV培地およびTT培地を約42℃となるように温めておく0   

②BPWで前培養した培養液0・1mlをRV培地10mlに接種  

する。   

③BPWで前培養した培養液1血をTT培地10mlに接種する0   

④接種したRVおよびTT培地を42±0・5℃、22±2時尚培養す  

卑。   

3）分離用寒天培地  

①培養後のRVおよび¶培地をよく擾拝する。   

②1白金耳量を、以下の（ア）硫化水素の産生により判定する分  

離用寒天培地および（イ）硫化水素産生、非産生によらずサル  

モネラと判定する分離用寒天培地のグループからそれぞれ1  

種類を選び、画線塗抹する。  

（ア）硫化水素の産生により判定する分離用寒天培地  

（1種類選択）  

B
 
 

濫
m
 
 

①
②
③
 
 

（イ）硫化水素産生、非産生によらずサルモネラと判定   



する分離用寒天培地（1種類選択）  

① BGS（ブリリアントグリーン十スルファビリジン）  

② CHS（クロモアガーサルモネラ）  

③ ESII（ESサルモネラ寒天培地ⅠⅠ）  

④ SM2（chromIDSalmonellaAgar）  

③接種した培地を35±1℃、22±2時間培養する。  

注意‥サルモネラを釣菌する際、集落の色については、硫化水素に   

ょり判定する培地では黒色集落をサルモネラと推定し、硫化水素産   

生、非産生によらずサルモネラと判定する培地のBGSでは無色透明   

で培地色が赤色になったもの、CHSでは藤色、ESIIではピンクそし   

てSM2ではピンクをサルモネラと推定する。分離用寒天培地上での   

サルモネラ集落の色についてはあらかじめ検証後に検査に使用する  

こと。  

4）確認培養  

①各分離寒天培地に形成された定型的集落（各培地の上記注意  

を参照）を3個ずつ釣菌して、TSI寒天培地とLIM培地に接   

種する。   

②TSI寒天培地には白金線で高層に穿刺し、斜面に塗抹する。  

了   



③LIM培地は高層に穿刺する。   

④接種した培地は35±1℃、22±2時間培養する。   

⑤培養後、以下の結果が得られたものは定型的サルモネラである。  

（ア） TSI寒天培地：高層部黄変・異変・ガス産生（高層  

部における気泡または亀裂の発生）および斜面部  

が鮮やかに赤変したもの。  

（イ）・LIM培地：培地全体が紫変（リジン陽性）、運動  

性陽性、上記性状確認後にインドール反応を検討  

する。サルモネラはインドール反応陰性（色の変  

化無し）。   

⑥定型的なサルモネラと確認された菌株は、5）に示す0抗原の  

血清学的試験を行い、サルモネラであることの確定および0  

抗原群について決定する。   

⑦サルモネラには、硫化水素非産生性、運動性の弱いもの、リジ  

ン陰性といった非定型的性状を示すものがあり、また、市販の  

0血清に凝集の弱い0群型別不能のサルモネラも知られてい  
l   

る。①－⑥により、サルモネラの確認は可能であると考えるが、  

定型的性状を示さない場合は6）に示す生化学的性状試験も検  
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討し、サルモネラの確認をする。   

5）0血清群別  

サルモネラと疑われ釣菌された菌株についてサルモネラ免疫血  

清を用いたスライド凝集法による0血清群別試験をTSI寒天培  

地斜面上から菌を採取して実施する。  

（ア）0多価血清および01．多価血清を用いて凝集試験を行  

い、凝集が見られた0群血清を用いて当該菌の0群を決定す■  

る。   

（イ）サルモネラの定型的な生化学的性状を示したにもかかわ   

らず、いずれの血清にも凝集が認められないときはb群型別不   

能とする。  

6）生化学的性状  

①非定型的サルモネラが疑われるときは（ア）～（オ）に示した  

生化学的性状を実施する。同定キットの使用も可。  

（ア） オキシダーゼ試験：チトクロームオキシダーゼ試  

験用ろ紙に菌を塗布して1分間以内に深青色にな  

れば陽性とする。   

（イ）クエン酸：シモンズクエン酸ナトリウム培地に菌  

9   



を塗抹後、35±1℃、22±2時間培養する。培地が  

深青色になれば陽性とする。  

（ウ） Ⅴア：Vp半流動培地に菌を穿刺し、35±1℃、22±2  

時間培養後、VP用試薬A，Bを滴下する。陽性の  

時は数分後に試薬が赤色となる。1時間後も赤色と  

ならなければ陰性とする。   

（ェ）ONアG：ONPGディスク1枚を′ト試験管にとり、  

滅菌精製水1mlを加える。新鮮培養菌を1白金耳  

接種し、混和後35±1℃、18－24時間培養し、液色  

で判定する（早いものは1－2時間で判定可能）。液  

色が黄色となったものを陽性とする。液色が変化  

しないものは陰性である。   

（オ） マロン酸利周能試験：マロン酸塩培地に新鮮培養  

菌を用い白金線で接種し、35±1℃、24－48時間培  

養して判定する。液色が明らかに青色となったも  

のを陽性とし、緑色にとどまるものを陰性と判定  

する。   

注意：サルモネラはオキシダーゼ陰性、クエン酸陽性、Vp陰  
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性、ONPG陰性である。マロン酸利用能では、ほとんどのサ   

ルモネラは陰性であるが、Subspeciessabmae，a血aeお   

よび血血ae では陽性であるので注意を要する。  

7）記載  

（》サルモネラ陽性の時は0群または0群型別不能まで記載する。  

②非定型的サル卓ネラの時も同様に0群まで記載するとともに、  

どの性状が異なっていたかを記入する。  
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5．フローチャート  

サルモネラ試験法  

培養42±0．5℃，22±2時間  

H2S産生によら  

ず判定する培  

地   

BGS   

CHS   

ESll   

SM2  

H2S産生によら  

ず判定する培  

地   

BGS   

CHS   

ESlt   

SM2  

H2S産生により  

判定する培地  

H2S産生により  

判定する培地  

MLCB  

DHL  

XLD  

培養35±1℃，22±2時間  

定型的集落を各培地から3個ずつ釣菌して、TSはLIMに接種  

培養35±1℃，22±2時間  

サルモネラ診断用血清で0抗原の群別  
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培地組成（参考例）および作製方法  

① 緩衝ペプトン水（Buffbredpeptonewater＝BPW）  

組成：1，000mlあたり  

6．  

10．Og  ペプトン  

5．Og  塩化ナトリウム   

リン酸二水素カリウム  1．5g   

リン酸水素ニナトリウム（12水和物）  9・Og  

精製水  1，000 ml   

＊オートクレーブ滅菌121℃，15分間，pH7・2±0・2  

② ラバポートーバシリアディス液体培地  

（Rappaport一鳩ssiliadis：RV）  

組成：1，000mlあたり  

ソイペプトン  

塩化ナトリウム   

リン酸二水素ガリウム（KH2PO4）  

塩化マグネシウム六水和物（MgC12・6H20）  

40．Og  

0．049  マラカイトグリーン  

1，000ml   精製水  

13  



1．オートクレーブ115℃，15分間，PH5．2±0．2   

③ テトラチオネート液体培地（lt，trathionateUSA：TT）  

組成：1，000mlあたり  

カゼインペプトン  2．5g  

肉ペプトン  2．5g  

胆汁酸塩   

炭酸カルシウム   

チオ硫酸ナトリウム   

精製水  

1．Og  

10．Og   

30．Og   

l，000ml  

pH8．0±0・2   

＊煮沸するまで混和加熱する。この液体培地は4℃で数週間保存  

可能である。この溶液を45℃以下に冷却後、1，000mlに対し  

て下記に示すヨウ素溶液20mlを添加した後、混和する。よく  

混和しながら、10mlずつ滅菌した試験管に分注する。ヨウ素  

溶液を添加した後は直ちに使用する。  

ヨウ素溶液組成  

ヨウ素   

ヨウ化カリウム  

6．Og  

5．Og  
．
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20．Oml  精水  

硫化水素産生により判定する分離寒天平板培地  

④ MLCB  

組成：1，000m】あたり  

酵母エキス  5．Og  

ペプトン  10．Og  

ハートエキス末  

塩化ナトリウム  

3．Og  マンニット   

L－リジン塩酸塩  5．Og  

チオ硫酸ナトリウム   

クエン酸鉄アンモニウム   

ブリリアントグリーン  0．0125g  

0．01g  クリスタルバイオレット  

15．Og   

l，000ml  

pH6．8±0．2   

＊加温溶解後、シャーレに約20mlずつ分注し平板とする。  

15   



⑤ DHL  

組成：1，000mlあたり  

肉エキス  ■3．Og  

ペプトン  20．Og  

乳糖   

白糖   

デオキシコール酸ナトリウム  

10．Og   

lO．Og   

l．Og   

2．3g   チオ硫酸ナトリウム   

クエン酸ナトリウム  1．Og  

l．Og  

O．03g   

15．Og   

l，000ml  

クエン酸鉄アンモニウム  

精製水  

pH7．4±0．2   

＊加温溶解後、シャーレに約20mlずつ分注し平板とする。  

⑥ ⅩLD  

組成：1，000mlあたり  

酵母エキス   

L－リジン塩酸塩  

16   



キシロース  

乳糖  

白糖   

デオキシコール酸ナトリウム  

7．5g  

1．0・g  

塩化ナトリウム   

チオ硫酸ナトリウム   

クエン酸第二鉄アンモニウム  

5．Og  

6．8g   

フェノールレッド  

12．5g   

l，000ml  

pH7．4±0．2   

＊加温溶解後、シャーレに約20mlずつ分注し平板とする。  

硫化水素産生によらずサルモネラ判定する分離寒天平板培地  

⑦ BGS  

BGA（ブリリアントグリーン寒天培地）  

組成：1，000mlあたり  

プロテオース ペプトン  10．Og  

3．Og   酵母エキス  
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乳糖  10．Og  

白糖   

塩化ナトリウム  

10．Og  

5．Og  

フェノールレッド   

ブリリアントグリーン  

0．08g  

0．0125g   

寒天  12．Og   

l，000ml  精製水  

pH6．9±0．2   

＊上記BGAをオートクレーブ滅菌121℃，15分間後、液温を  

約70℃に下げ、その温度に保って、下記のスルファビリジン  

溶液を添加し、混和する。培地の鹿度が60℃以下の場合では、  

結晶が析出するので注意する。混和後、溶液温度を60℃前後  

に冷却し、シャーレに約20mlずつ分注し平板とする。  

スルファビリジン溶液の作製方法   

ジメチルホルムアミド2mlにスルファビリジン1gを加えて溶解   

する。   

⑧ CHS （クロモアガーサルモネラ）  

組成：1，000mlあたり  
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ペプトン  

酵母エキス  

塩化ナトリウム  0．8g  

その他塩類  7．2g  

選択剤と色素混合物  4，9g  

寒天  15．Og  

l，000ml   

pH 7．6±0．2  

精製水  

＊加温溶解後、シャーレに約20mlずつ分注し平板とする。   

⑨ ESII（ESサルモネラ寒天培地ⅠⅠ）  

組成：1，000mIあたり  

ペプトン  10．Og  

酵母エキス  

塩化ナトリウム  

リン酸水素ニナトリウム   

チオ硫酸ナトリウム   

デオキシコール酸ナトリウム  1．Og  

マンニット  15．Og   
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0．03g  中性紅   

合成酵素基質   

ノボビオシン  

0．45g  

0．02g  

15．Og  寒天  

pH7．4±0．2   

＊－オートクレーブ滅菌121℃，15分間滅菌後、シャーレに約   

20mLずつ分注し平板とする。   

⑩ SM2（chromIDSalmonellaAgar）  

組成：1，000mlあたり  

ペプトン  6．25g  

0，16g  トリス  

乳糖   

月旦汁酸塩   

発色基質混合物  0．03g  

塩化ナトリウム   

選択剤混合物   

寒天   

精製水  

14．Og   

l，000ml   
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pH7．3   

＊組成は上記の通りですが、生培地以外では販売していない。  

⑪ TSI、LIM、インドール試薬や生化学的性状試験に使用す   

る試薬についてはサルモネラ確認にのみ用いるものではないので、   

製品情報に従って作製し、用いること。  
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拶．  

食安基発第0225003号  

平成21年2月25日  

都道府県  

保健所設置市  

特 別 区  

衛生主管部（局）長 殿  各  

発酵乳における酵素の取扱いについて   

標記について、江東区保健所長より別添1のとおり照会があり、これについて  

別添2のとおり回答したので、貴管下関係者に対する指導等について遺憾のない  
ようにご留意されたい。   



【別添1】   

20江保生寮3435号  

平成21年1月26日  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査喪長 殿  
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「：コ三r 江東区保健所長担宰烏            こ主■   

井口 ちよ・・－ご  

発酵乳における酵素の取救いについて（疑義照会）  

発酵乳においては、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下、乳等省令）で、   

製造の方法の基準が定められており、「発酵乳の原料（乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲   

料を除く。）は、摂氏62度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を   

有する方法で殺菌すること。」となっています。  

このたび、除菌ろ過した乳糖分解酵素を原材料として発酵乳を製造、販売する旨の申出   

がありました。  

この食品の取扱いについて、下記のとおり疑義がありますので、ご回答願います。  

記  

1 発酵乳の製造工程  

別紙1のような工程で製造される発酵乳においては、原材料の殺菌後にスターター（乳  

酸菌）と乳糖分解酵素を接種・混合する。乳糖分解酵素は、原材料中に含まれる乳糖を  

発酵中に分解する。  

この乳糖分解酵素は、乳等省令における発酵乳原材料の加熱殺菌条件（摂氏62度で  

30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること）  

では失活する酵素であり、加熱殺菌することができない。  

2 乳糖分解酵素の製造工程  

この乳糖分解酵素の製造工程は、別紙2のとおりである。  

酵素生産菌を、加熱滅菌（摂氏139度120秒間またはそれと同等以上）した培地  

に添力い培養し、乳糖分解酵素を回収・精製・連結する。増量剤を添加後、フィルター  
（ボアサイズ0，22ルm）に通液、除菌ろ過して、殺菌済の容器に無菌充填する。  

本工掛こて製造される酵素の検査結果（抜粋）は、別紙2のとおりであり、製造者は   

十分な鹿菌効果が得られており、康氏62度で30分間加熱殺菌と同等以上の効果を有  

ヱ する方法と考えている。  

3 疑義  

0．22〝mのボアサイズによる除菌ろ過が、乳等省令における発酵乳の、製造の方  

法の基準に定められる「摂氏62度で30分間加熱殺菌と同等以上の殺菌効果を有する  

方法」と見なしてよいか。   

k   

「． ▼  
Y 



別紙1  

後発酵による発酵乳製造工程（充填後発酵）  

前発酵による発酵乳製造工程（充填前発酵）  

3．   



別紙2  

1．衛生保証項目（抜粋）  

衛生項目  

一般生歯数  

大腸菌群  

サルモネラ菌  

黄色ブドウ球菌  

かび・酵母   

2．酵素製造概略フロー  

規格   

100cfu／g 以下  

陰性／g  

陰性／25g  

陰性／0．01g  
陰性／g  

自主検査結果   

100cfu／g 以下  

陰性／g  

陰性／25g  

陰性／0．01g  
陰性／g  

m
h
・
」
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－1ぜニラご  

【別添2】   

食安基発第0225DO2号  

平成21年2月25日  

と［東区保健所長殿  

厚生労働省医薬食品局   

食品安全部基準審査課   

発酵乳における酵素の取扱いについて（回答）  

平成21年1月26日付け20江保生第3435号により照会のあった標記に  

ついては、下記のとおり回答します。  

記   

今回照会のあった発酵乳の製造工程において使用される当該酵素の取扱いとし  

ては貴見のとおりで差し支えない。   

ただし、除菌ろ過に使用されるフィルター（ポアサイズ0．22′川）の製造業者  

が当該フィルターの品質及び性能を保証する使用条件を遵守し、摂氏62度で30  

分間加熱殺菌した場合と同等以上の効果を製品製造時に恒常的に担保できる衛生  

管理体制を確保するよう指導されたい．  
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璽再‾箭   

乳及び乳製品に使用する．器具又は  
容器包装の規格基準の見直しについて   



乳及び乳製品の関係と乳等省令  

乳製品  
※「牛乳・乳製品の知識川社〉日本酪農乳業協会）より  

規総量に鼠する生食1蝿組担生1≧月2て 

第†条適用‥法第9条第1項（病肉等の販売等の革止）、法第1†条第一項（食品又は添加物の基準及び規格）、  
法第13条第2項・欝3項（総合衛生管理製造過程に関する承認）、法東東条礫汁項廿器具又は容翠  
包装の規格脚、法第19条（表示の基準）  

第2条 定義  
第3条別表：法案9条第1頓に規定する省令で定める場合、乳等の感づ  
第4～6条 承認の申請、変更の承認の申請、承認の更新  

互びに製造、調理及び保存の方法の墓室等   

第7条 表示  

「  

＿■ま  



「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）別表」と   

「食品、添加物等の規格基準（告示370号）」の比較   



乳及び乳製品とそれらの器具・容器包装規格基準の関係  

告示ユ70号の器具及び容器  
包装規格基準が適用される  

告示370号の欝具及び容器  
包装規格基準が適用される  

乳等省令の器具及び容器包装  
規格基準が告示370号に上乗せ  

適用される   

乳等省令の器具及び容器包装  
規格基準が告示3TO号に上乗せ  

適用される  



乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  
（乳等省令及び告示370号の改正）  

趣旨  

・乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準について、「食品、添加   
物等の規格基準（告示370号）」と「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令   

（乳等省令）」の統合化、整合化を図る。  

・乳及び乳製品に使用される器具又は容器包装については、類似の製品であっ   
ても、異なる2つの規格基準の適用を受けていること、また、これらの2つの規格   
基準の間に、一致又は類似する部分と整合性がとれない部分とが生じているこ   
とから、わかりにくいという欠点が指摘されていた。  

・厚生労働科学研究費補助金分担研究報告書「乳等用器具・容器包装の規格基   
準に関する研究（分担研究者森田邦雄、主任研究者河村葉子）」（平成19年4   
月）において、乳等省令と告示370号の見直し案が提案された。  

5   



乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  
（乳等省令及び告示370号の改正）  

改正案の内容  

・乳筆省令！；碍憂されてし）る乳製品（クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料）  
の器具又は容器包  
示370号の器具又l  
て整備する。  

鯨抱鮎皆溜蓋篇嘉雛聖艶腐範苫  

乳等省令に規定が残る乳及び調製粉乳の器具又は容器包装の規格基準につ  
きる合成樹脂の範囲の  

審議の予定  

・食品衛生分科会乳内水産食品部会での改正案の審議  

・食品衛生分科会器具・容器包装部会での改正案の審議  

・食昂安全委員会への改正案の諮問  

T一月Eここ道三・ゝ’rこ房‾   



乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  

（乳等省令及び告示370号の改正）   



琶近日悶引i  

（社）日本乳業協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項1＞  

「乳製品」の定義について   

現行乳等省令上の「乳製品」の定義については個別の製品について規定されているが、乳を原  

材料とする食品は、製造技術の進展等により、別添1のとおり乳成分から構成される食品であり  

ながら「乳製品」の定義に当てはまらない製品が製造されている実態があります。   

土れらの食品は「乳製品」と表示できず、「乳等を主要原料とする食品」に分類されているため、  

「乳製品（アイスクリーム、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く）を調合し、加工し、  

又は乳成分のみで構成されるもの若しくはこれらからミネラル等微量成分を除去したもの」につい  

ても「乳製品」の定義に含まれるようにしていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋1＞  

第2条  

≪略≫  

12 この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮   

ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、   

加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんばく質濃   

縮ホエイパウダー、バターミルクバウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料   

（無脂乳固形分3．0％以上を含むものに限る。）及び乳飲料をいう。  

≪略≫  

第7条 乳等は法第19条の規定により表示を行うぺき食品とする。ただし、輸出するもの  

にあってはこの限りでない。  

2 前項の表示は、次に掲げる事項を容器包装（容器包装が小売のために包装されている場   

合は、当該包装）を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装   

の見やすい場所に記載して行わなければならない。   

三 乳製品  

イ 種類別（チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリ  

ーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別）並びにク  

リーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんばく質濃縮ホエイ  

パウダー及び乳酸菌飲料にあっては乳製品である旨   

四 乳又は乳製品を主要原料とする食品  

イ 名称又は商品名（乳酸菌飲料にあってはその旨）   



＜要望事項2＞  

「成分調整牛乳」等の成分規格（比重および酸度）の見直しについて   

成分調整牛乳の酸度並びに低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳の比重について、乳等省令に基づき  

適正に処理したものを測定した結果及びこれらの数値から推定した結果、別添2のとおり同省令  

の成分規格に適合しない実態があるので、成分調整牛乳の酸度について現行「0．柑％以下」を  

「0．21％以下」に、低脂肪牛乳の比重の上限について現行「1．036」を「1，039」に、無脂肪牛乳の比  

重について現行「1．032－1．038」を「1．030－1．0531」に改めていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋2＞  

第2条  

≪略≫  

3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の   

製造若しくは加エの用に供する目的で販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授   

与を含む。以下同じ。）する牛の乳をいう。  

≪略≫  

8 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除   

去したものをいう。  

9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去した   

もののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。  

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳   

脂肪分を除去したものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1頓に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（二）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳  

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準   

（1）牛乳  

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 3．0％以上   



比重（摂氏15度において）  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの1．028～1．034  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの1．028～1．036  

酸度（乳酸として）  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0．18％以下  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0．20％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造の方法の基準  

保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌  

効果を有する方法で加熱殺菌すること。   

3 保存の方法の基準  

a 殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能  

品にあっては、この限りでない。  

b 常温保存可能品にあっては、常温を超えない温度で保存すること。  

（2） ≪略≫  

（3）≪略≫  

（4）成分調整牛乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

酸度（乳酸として） 0．18％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  

（5）低脂肪牛乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 0．5％以上1．5％以下  

比重（摂氏15度において）1．030～1．036  

酸度（乳酸として） 0．18％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  

3   



（6）無脂肪牛乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 0．5％未満  

比重（摂氏15度において）1．032～1．038  

酸度（乳酸として） 0．18％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50．000以下  

大腸菌群 陰性－   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  

≪以下略≫   



＜要望事項3＞  

†脱脂濃縮乳」のたんばく質量調整について  

脱脂粉乳については、たんばく質量の調整のため乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛  

乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものの使用が認められているが、脱脂  

濃縮乳についてはそれらの使用が認められていません。   

流通形態の変化から脱脂粉乳の乾燥前の形態である脱脂濃縮乳の流通が増えてきており、脱  

脂粉乳同様、たんばく質量の調整が必要となってきていることから、脱脂濃縮乳に乳糖及び生乳、  

牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものによる  

たんばく質量の調整を認めていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋3＞  

第2条  

≪略≫  

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去   

したものを濃縮したものをいう。  

≪略≫  

31この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去した   

ものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

－   ≪略≫  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準   

（5）無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳並びに  

加糖粉乳にあっては地物（次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で  

同表下欄に定める量を超えずに使用されるもの並びに加糖練乳乳、加糖脱脂練乳又  

は加糖粉乳に使用されるしよ糖並びに脱脂粉乳中のたんばく質量の調整のために  

使用される乳糖及び生乳し牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無月旨肪  

牛乳からろ過㈱）を使用しないこと。ただし、その種類  

並びに混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けた添加物については、この限りで  

5   
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＜要望事項4＞  

乳飲料の成分規格に乳固形分の規定を設けることについて  

乳飲料については成分規格として乳固形分の規定はないが、清涼飲料水と区別する必要から  

乳固形分3％以上のものを乳飲料として取り扱っている実態があるのでこれを乳等省令で明確に  

規定していただきたい。  

＜乳等省令の抜粋4＞  

第2条  

≪略≫  

40 この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料と   

して製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第11項まで及び第13項   

から前項までに掲げるもの以外のものをいう。  

≪第2項から第11項まで及び第13項から第39項までは以下の通り≫   

2 この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。  

3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加   

エの用に供する目的で販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）する牛の   

乳をいう。   

4 この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であって特別牛乳として販売するものをいう。  

5 この省令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。  

6 この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。  

7 この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。  

8 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをい   

う。   

9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無   

脂肪牛乳以外のものをいう。  

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去し   

たものをいう。   

11この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食   

品を加工したもの（成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう。  

13 この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したも  

のをいう。   

14 この省令において「′くター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをい  

う。   

15 この省令において「′くターオイル」とは、′くター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成  

分を除去したものをいう。  

16 この省令において「チーズ」とは、ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう。  
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17 この省令において「ナチュラルチーズ」とは、次のものをいう。  

（1）乳、′くターミルク（′くターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。）、クリーム又  

はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんばく質を酵素その他の凝固剤により凝固さ  

せた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの  

（2）前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんばく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造  

したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの  

18 この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの  

をいう。  

19 この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてで   

きた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。  

20 この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又   

は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3．0％以上を含むもの（発酵乳を除く。）を  

いう。  

21この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売す   

るものをいう。  

22 この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するも  

のをいう。  

23 この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するも  

のをいう。  

24 この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。  

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮   

したものをいう。  

26 この省令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。  

27 この省令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの  

をいう。  

28 この省令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えて濃縮したものをいう。  

29 この省令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ   

糖を加えて濃縮したものをいう。  

30 この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉  

末状にしたものをいう。  

31この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとん  

どすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

32 この省令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去   

したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

33 この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、．又は乳に酵素若しくは酸を加え   

てできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。   



34 この省令において「たんばく質濃縮ホ工イパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若   

しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にした   

ものをいう。  

35 この省令において「′くタ一三ルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、   

粉末状にしたものをいう。   

36 この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えてほとんどすべての水  

分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ糖を加えたものをいう。  

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した  

食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。  

38 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵   

母で発酵させ、棚状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。   

39 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加エし、又は主要  

原料とした飲料く発酵乳を除く。）をいう。   

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2頓において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準   

（25）乳飲料  

1 成分規格  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 30，000以下  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂氏62度で30分間加熱  

殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。  

3 保存の方法の基準  

保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120度で4分間加熱殺菌する方法又はこ  

れと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例  

によること。  

≪略≫  
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＜要望事項5＞  

乳幼児のための調製液状乳について  

乳幼児のための食品として、乳等省令では調製粉乳が規定されているが、消費者の利便を考  

慮して調製粉乳と同様に調製液状乳の規定を設けていただきたい。  

この場合、保存の方法の基準として100c以下で流通するものと、常温で流通するものを認めて  

いただきたい。  

＜乳等省令の抜粋5＞  

第2条  

≪略≫  

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料   

として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え   

粉末状にしたものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

≪略≫   

（22）調製粉乳  

成分規格  

乳固形分 50．0％以上  

水分 5．0％以下  

細菌数（標準平板培養法で1g当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性  

≪略≫  

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準  

≪略≫   

（6）調製粉乳にあっては乳（生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。）又は乳製  

品のほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの  

以外のものを使用しないこと。  
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≪略≫  

以上  
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些琵琶門引琴  

（社）全国はっ発酵乳乳酸菌飲料協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項＞   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下乳等省令という）の別表（三）乳製  

品の成分規格並びに製造及び保存の基準（23）に発酵乳の規格基準が設定されてい  

るが、殺菌タイプ発酵乳は規格化がなされていない。  

一方、国際食品規格（コーデックス規格）には、その適用範囲の中で「発酵乳類とは、  

加熱処理発酵乳、濃縮発酵乳及びこれらの製品からなる複合乳製品をいう」と規定さ  

れ、外国ではすでに市場に流通している。  

＜乳等省令の抜粋＞  

第2粂  

≪略≫  

38 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳糖  

を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又   

は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若し   

くは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定める   

ところによる。  

別  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

（23）発酵乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳酸菌数又は酵母数（1mL当たり）10，000，000以上  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

a 発酵乳の原水は、飲用適の水であること。  

b 発酵乳の原料（乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）は摂氏62度で  

30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌する  

こと。  

≪以下略≫   



冒ヨ冒臼引緊  

全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項＞   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52号。以下「乳   

等省令」という。）に定める殺菌山羊乳の乳脂肪分（3．6％以上）および無脂固形分（8．0％以上）を   

現状の実態に即した基準に変更していただきますよう要望します。   

また、現時点において基準値の引き下げが困難な場合は、別途、乳脂肪分3．6％以下および   

無脂固形分8．0％以下のカテゴリーを新設していただくように要望します。  

＜乳等省令の抜粋＞  

第2条  

≪略≫  

6 この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をい  

う。  

≪略≫  

第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又   

は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若し   

くは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定める   

ところによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（二）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳   

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

（3）殺菌山羊乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 3．6％以上  

比重（摂氏15度において） 1．030－1．034  

酸度（乳酸として） 0．20％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

牛乳の例によること。  

3 保存の方法の基準   



殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。  

≪以下略≫   




